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第一章：エクアドルの不当な債務

 by  Cécile Lamarque（セシル・ラマルク）

　様々な途上国が債務漬けになっている内実を見ると、ある共通した特徴があるのがわかる。そしてそれについて公の場でもっと議論がなされるべきである。途上国の債務は、より産業発展を遂げた国々による（今も続く）収奪と服従の政策の結果である。多国籍企業、国際金融機関が、南の国のエリート達の協力の下にその政策を唆し、助長している。

　他の第三世界の債務国同様、エクアドルはこの犯罪的債務政策の被害者である。ラテンアメリカでも最も天然の富に恵まれながら、その資源（主に石油とバナナ）は多国籍企業、債権者、大土地所有者達に盗まれ続けてきた。そして、これらの資源略奪の為の中心的メカニズムとして、違法な経緯で作り出された債務漬けの状況が利用されてきた。

　その結果、エクアドルはラテンアメリカでも最も高い比率で予算を債務返済に回さざるを得ない国となっている。これは社会支出、特に保健医療と教育に大きな影響を及ぼしている。１９８０年には予算の４０％が保健医療と教育に回され、１５％が債務返済に充てられていた。２００５年にはこの比は逆転し、政府は予算の４０％を債務返済に回す傍ら、保健医療と教育にはたったの１５％しか予算を使えなかった（注１）。この数字は、これまでの政権が資金配分の際に何を優先させてきたかを如実に物語っている。国民にとって絶対必要なものをどれだけ犠牲にしようとも、債権者を満足させることが第一とされたのだ。このような極めて理不尽な状況に対して、打つ手は何もないのだろうか。

Ａ、人間開発に対する金融／経済的犯罪

　この金銭の大出血はギジェルモ・ララ（１９７２年−７６年）とアルフレッド・ポヴェダ（１９７６年ー７９年）の軍事独裁政権下で始まった。１９７０年のオイル・ブームが引き金となり、エクアドルはあっという間に債務漬けに転落した。１９７９年の米国の一方的な金利引き上げと、「スクレ化（第二章）」の過程により、状況の悲惨さは倍加した。約２０年間、エクアドルのどの政権も同じ道をたどった。古い債務を返済するためには新規融資による資金調達が必要だった。そのために過去の政府は、ＩＭＦと世銀が融資の条件として押し付ける緊縮政策を実施し、さらに債務の悪循環にどっぷりはまり込んだ。これらの新自由主義的政策の実施　ー　すなわち、社会支出の大幅な削減、石油／ガス／電気／通信といった基幹産業の民営化、日用品に対する補助金削減　ー　は、悲惨な社会／経済状況を作り出した。国民の８０％以上が一日２ドル以下で生活し、労働市場がますます”フレキシブル”になる（流動性を増す）ことにより労働者の生活は一層不安定になった。一方的な市場開放と２０００年に行われた「ドル化（注２）」で何千という中小企業（農場も工業関係も）が倒産した。莫大な補助金を得て安価で輸入されてくる外国産商品に対抗できなかったからだ。そのために大量の失業が生じ、何百万という人々が国を出てヨーロッパや米国に移民として渡っていった。

　このような状況を見れば、国民が抱く不満や、それに対して根本的変革を起こそう決意する人が特に１９９０年代から急激に増え、いまや国民の多数を占めつつあることも理解できる。ゼネストや、政権崩壊・革命の危機が矢継ぎ早に訪れ、数年の間に３つの政権が倒れた。資本主義の病理を人々が理解し始め、それを反映して国際金融機関の介入や米国帝国主義、自由貿易協定に対する抗議行動が繰り返し起こった。

　国際金融機関が押し付ける新自由主義的政策は、エクアドルに低開発のレッテルを貼り、主権を奪って行った。「開発」「貧困を過去に」「文盲と闘おう」という表向きの謳い文句とともに過去３０年間、融資契約が繰り返されたが、これらの文句は債務の現実とその影響を覆い隠すための隠れ蓑だった。増加した対外債務は社会、文化、経済、そして政治の後退という結果になって現れた。

　このペーパーは、エクアドルの「不当な債務」を掘り下げ、現在のような状況、すなわち重債務や経済的・財政的依存、ますます拡大する不平等状態を生み出した政策決定が下された時代の、政治的／経済的背景に光を当ててみようというものである。しかし２００６年１１月以降、エクアドルで新しい事態が展開し始めている。人々がラファエル・コレアを大統領に選出したのだ。

　２００７年１月半ば、政権に着くや否や、新大統領は数々の根本的な政策転換に着手し始めた。例えば、ＦＴＡＡ（米州自由貿易協定）への参加を拒否し、マンタの米軍基地リース契約更新も拒否（注３）した。また、特に「南の銀行」創設に積極的に関わることでラテンアメリカ統合に深く貢献しようとしている（注４）。社会投資／生産投資を優先し、環境保護政策に重きを置いている。さらに、国の民主化に深く関わる憲法改訂会議のメンバーを、普通選挙によって選出しようとしている（注６）。中でも特筆すべき新政権の取り組みは、対外・国内の公的債務のリストラと債務監査の実施である。この債務監査の取り組みは前アルフレッド・パラシオ政権のときに始まったものである。コレア大統領は７月５日、「公的債務の統合的監査委員会（ＣＡＩＣ）」設立を宣言する大統領令に新たに署名した。 委員会は７月２３、２４日に最初の会合を開き、一年間の課題と日程を決めた。この内容は必要に応じて更新できる。この委員会（ＣＡＩＣ）には「国家機関の全ての債務蓄積プロセスを監査し、解明する（(“está autorizada para auditar y transparentar todos los procesos de endeudamiento de las instituciones del Estado”)」権能が与えられている。委員会は４人の政府高官、６人のエクアドルの市民社会組織代表、３人の国際的な債務問題ＮＧＯ代表で構成される（注７）。

　エクアドルは現在、「監査手続きによって”不当である”と判定された債務を帳消しする」ために、「債務を監査するという決定を国家主権の行使として政府が下す」という”政府の本来あるべき姿”を体現しようとしている。

　ラファエル・コレアの大統領選出以来、豊かな国々、多国間機関、金融市場、エクアドルの盟友である他のラテンアメリカ諸国の政府、そして反グローバリゼーション運動の間の力のバランスに微妙な変化が起こり、それぞれがエクアドルでこれから何が起こるか、固唾を飲んで見守っている。債権者達はコレア政権が債務に関してどんな手を打ってくるか、戦々恐々というところだ。

Ｂ、ラファエル・コレア政権：その公的債務政策

　ラフェエル・コレアは、債務返済とそのために様々な方法で行われる借り換えという不合理な悪循環を断ち切るために力を尽くしてきた。その実現のために彼は、前大統領パラシオが「対外債務監査特別委員会（ＣＥＩＤＥＸ）」を設立して始めた債務監査を実施に移そうとしている（注８）。

　非常に短い期間しか与えられなかった（６ヶ月）ので、ＣＥＩＤＥＸではいくつかのケースを検証できただけであるが、ほとんどのメンバー達の意見は一致していた。債務の再交渉や新規融資契約や資金の利用の内容が、上記を逸したものが多々あり、従ってそれらの債務のほとんどが「不当」と認定しうるものであった。

　コレア政権はさらに調査を押し進め、世銀、ＩＭＦ、ＩＡＤＢ（米州開発銀行）のような多国間債権者への債務か、二国間債務の債権者へのものかに関わらず、どの債務が「不当な債務」に当たるのか特定しようとしている（注９）。監査の結果に基づいて、エクアドルはその対外債務の返済について再交渉を始める予定だ。そして、国民の利益にならなかった融資や違法な経緯で契約された債務で、その結果”不当である”と認定された債務については完全に返済を拒否する。さらに、現在の重債務状況を作り出した責任者に対しては法的措置を取る。コレアの考えははっきりしている。国の対外債務のうち、国の発展に必要な優先事項を阻害しなかったものだけが返済される。それも経済状況が許さなければ、しばらく支払い猶予措置を取る。債務のほとんどは既に返済されているか、あるいは不当なものである。不当な債務は返済拒否の正当な根拠となる。エクアドル政府は、債権国の目の前にこれらの事実を突きつけることで債権国に対して優位に立てる。

　エクアドル中央銀行の提供する数値によると、２００７年２月、エクアドルの対外債務は１６８億ドル、うち１０４億８３００万ドルが公的債務である。もし財布の底をはたいてでも返済するなら、２００７年には政府は死にものぐるいで金を作らなければならない。この年の債務返済額は２８億ドルあまりになると見られている（国家予算の３８％）。

　しかし、コレア政権は別の道をとることにした。社会支出や生産奨励に国家資金を回すために、政府は債務返済の劇的削減を決定した。すなわち２００６年には全予算の３８％を債務返済に回したが、それを、２０１０年には”全予算の１１．８％にまで減らす。同期間中に、人間開発への投資を全予算の２２％から３８．４％に、生産部門への投資を６．４％から１１％に増やす（注１０）。これらの大胆な予算組み替えが実現できるかどうかは、一部には債務監査の結果とそれを利用した「不当な債務」の支払い拒否にかかっている。支払い拒否をするためには、どの債務がその対象となるかという特定の作業が不可欠である（注１１）。さもなければ、エクアドル政府は巨額の資金を債権者に払わなければならない。すでに２月の時点で、政府はすでに１０億ドル近い金を債権者に返済している。エクアドルはＩＭＦに対する１１４０万ドルの債務をすでに返済した。そして、コレアは同機関に新規融資を要請するつもりはない。同様に、自立確保のため、世銀に対しても２００７年４月、そのエクアドル駐在代表を追放し、国際的にメディアの注目を浴びた。コレアは２００５年、パラシオ政権の経済大臣だった時に、ＦＥＩＲＥＰ（安定化・社会と生産への投資・債務削減基金）が主導した改革（同機関は「石油収入を債務返済ではなく社会政策に回す」という勧告を出した）への”報復措置”として、世銀がすでに約束されていた１億ドルの新規融資を凍結したことを忘れていなかった。

　さらに最近、ＩＭＦの代表も、エクアドル中央銀行内に陣取っていた事務所を撤退し、ついでに国そのものからも出て行くよう勧告された。７月１５日がパティーニョ経済大臣（訳注：当時）が提示した期限だった（注１２）。「２度とこれらの国際官僚機構と関わりたくない。」と、２０年に渡るＩＭＦ／世銀の過酷な政策アドバイスへの服従に幕を下ろしながらコレアは言った。

　コレアは正しくも国際金融機関にエクアドルの社会／経済の悲惨な状況の責任があると判断し、国家と地域の主権を守るためにこれらの機関の干渉を排除したのだ。

　コレアと彼の政府が宣言した経済／社会改革（注１３）が実行されれば、そして、米国のエクアドルに対する影響を減らすことができれば、そして、監査により債務の大部分が帳消しできれば（そしてそうなるべきなのだが）、私たちは、その富をより公平に分配することで、この国の激しい不平等の中で暮らす全ての人たちの生活を向上できるだろうという希望を持つことができる。実際、監査を通して「不当な債務」を帳消ししようというコレアの取り組みは、「社会的に公正な発展」という、いままでとは違った発展モデル実現に不可欠なステップである。それは、根本的な変革をめざすより広いプロジェクトの一部であり、国家主権の表明でもあるのだ。

　エクアドルは変容の過程に入っている。どういう結末になるか誰にも予想はできない。目標を達成するためにはコレアは幅広い民衆の支持を得る必要がある。右翼政党や国内の少数特権階級が、なんとしても自分たちの利権を手放すまいと不安定化工作を活発化させているからだ。そして国際金融機関や米国政府はこの反政府の動きを強力に支持している。それに屈するわけにはいかない。前もって保障されているものなど何もない。ラファエル・コレアとその政府は、他の多くの政府同様、二の足を踏むようになり、大胆さを失うかもしれない。決定的要素となるのは、自らが変革の直接の主体たろうとする民衆の力だろう。世界の社会運動・市民運動の支援もまた成功のカギとなるだろう。

Ｃ、「不当な債務」の定理

　債務の基本的な概念の定義に関して、より幅広い「不当な債務（すなわち、国民のニーズや期待にそわず、人的、社会的、経済的、政治的災厄を生じた債務）」について考察する前に、まず「汚い債務(odious debt)」の法理を検討することにしよう。

１、「汚い債務(odious debt)（「忌むべき債務」と訳されることもある：訳注）」

「汚い債務」の法理は、ニコラス２世の大臣を務めたロシアの法学者、アレクサンダー・ナフム・ザックにより、１９２７年に定式化された。

「もし独裁的権力が、国家の必要や利益によってではなく、独裁体制を強め、それと闘おうとする人々を抑圧するために債務契約をしたなら、この債務はその国家全体の民衆にとって「汚い(odious)」ものである。その債務はその国民を拘束しない。この債務はその体制の債務であり、それを契約した権力者の私的な債務である。結果的に、その権力者が倒れたときに、その債務もなくなる。」と彼は記している（注１４）。
　

この法理は、「国有財産・公文書・国家債務の国家承継に関する条約」の中で述べられている「国家の継続性」の原則の例外として導入された。国際関係におけるこのルールによると、国家は体制の変化に関わりなく国際的な義務を果たさねばならない。ザックは、「汚い債務」の場合、後継政府は前政権の義務を放棄しうると主張した。

「（そのような）債務は国家債務の規則性を定義する条件の一つが欠けている。すなわち、国家債務は国家の必要と利益を満たすために、必要な資金を得る目的で契約されなければならない。」

　正当性のない政権により契約された債務、または国民の必要や利益のために使われなかった債務はどれも、それゆれに「汚い」ものと見なされ得る。さらにザックは、貸し手の責任を議論している。もし、借り手の意図を知りつつ貸したなら、貸し手も「国民に対する敵対行為」に関して有罪であり、その体制が倒れたときには債務が返済されないというリスクを背負わなければならない。彼らは債務返済を主張できない。

　ザックは「汚い債務」の概念を説明するためにたくさんの歴史的先例を紹介している。つまりこの法理はすでに起こっていた事態を後から説明付けたにすぎないのである。

【いくつかの歴史的先例】（注１５）

　メキシコは「汚い債務」の返済拒否をした最初の国である。１８６１年、ベニート・ホアレスはメキシコの対外債務（特に独裁者アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナによって契約された債務）の２年間の返済凍結を宣言した。１８８３年６月１８日メキシコは「国家債務解決法」と呼ばれる法案を可決し、１８５７年から１８６０年、１８６３年から６７年の間に契約された債務を「汚い」もので無効であるとして支払いを拒否した。

　「汚い債務」の教義は３０年後のキューバで再び登場した。１８９３年、キューバは米西戦争の結果スペインの支配から解放され、米国がこの島の支配権を握った。負けたスペインは米国にキューバが負っている債務の返済要求したが、米国は「この債務はキューバ国民の合意なしにスペインが押し付けた”汚い”債務である」と言って返済を拒否した。１８９８年、パリ条約はこの解釈を認め、債務は帳消しされた。「汚い債務」の概念はこのように少なくとも黙示的には認められてきた。

　１９１９年、ドイツがポーランドに返済請求していた債務が、この金はポーランドを植民地化するために使われたものであるとしてベルサイユ条約によって帳消しされた。同条約２５５条には「ポーランドの場合、賠償委員会の意見では、その債務のうち、ドイツとプロシア政府が、ドイツによるポーランドの植民地化のために取った手段と認められる部分に関しては、（ドイツに対して支払われるべき）分担分から除外される。」と記されている。

同様に、１９４７年のフランスとイタリア間の第二次大戦の講和条約では、「イタリアがエチオピア領内を確実に支配するために背負わせた債務の重荷をエチオピアが背負わなければならないなどというのは論外である」と記されている。

　１９２３年にコスタリカと英国の間で起こったケースは、法廷で決着が付けられた数少ない例のひとつである。独裁者フェデリコ・ティノコがカナダ・ロイヤルバンク（英国の銀行）から借りた資金を着服した経緯を考慮し、コスタリカ政府は１９２２年、「無効法」を制定し、ティノコ政権が１９１７年から１９年の間に契約した全ての債務を支払い拒否することにした。英国はこの法の是非を争い、論争は米国最高裁主席判事タフトが主判事を務める国際仲裁法廷に持ち込まれた。タフト判事は「無効法」が有効であると認め「ロイヤルバンクのケースは、単に契約の形式だけではなく、ティノコ政権下のコスタリカで本当はどのように自分たちが融資する資金が使われるか、ロイヤルバンクが本当に善意であった（知らなかった）かどうかにかかっている。ロイヤルバンクは正当な使途のためにティノコ政権に資金提供したことを立証しなければならないが、それがなされていない。」と結論づけた（注１６）。

　より最近では、「汚い債務」の法理はルワンダ、イラク、ナイジェリアの債務帳消しの主張の中で利用されている。

　１９９８年、英国下院の国際開発委員会はルワンダ債務の「汚い」性質を指摘し、帳消しが望ましいと主張した。「ルワンダの対外債務の大部分は虐殺を引き起こした政権により蓄積された・・・この融資資金が、虐殺を引き起こした政権が武器を購入するために使われたという主張もある。現政権、そしてルワンダの人々がこの「汚い」債務の返済を強いられるべきではない・・・。私たちはルワンダの多国間債務救済ができるだけ速やかに実施されることを（英国）政府が主張するよう求める。私たちはさらに、前政権が作り出した債務を帳消しするよう（英国）政府がすべての二国間債権者、特にフランスに求めていくことを勧告する。」（注１７）

　２００３年、米国とその有志連合がイラクに軍事侵攻しサダム・フセイン政権が崩壊すると、米国はイラクが抱える債務は「汚い(odious)ものである」と帳消しを主張した。新政権がその返済のために背負う重荷を軽減しようとしたのだ。しかしすぐに米国は、「汚い債務」帳消しの先例を作る危険性を察知し、その理由づけを引っ込めた。その後、米国は債務の「汚い」性質に触れる事なしにイラク債務の８０％の帳消しをパリクラブに決定させた（注１８）。

　２００５年初め、石油価格の高騰のおかげでナイジェリアの債権者に対する立場が強くなった。ナイジェリア議会は、様々な軍事独裁政権（特に１９９３−９８年のサニ・アバチャ）から引き継がれた債務の支払い拒否を自国政府に要求した。オルセグン・オバサンジョ大統領も乗り気になってパリクラブと交渉した結果、債務の残りの４０％（約１２０億ドル）を先払いするのと引き換えに、現債務の６０％削減を引き出した。

　ザックの法理論展開以降、ＣＡＤＴＭが発表してきたもの（注１９）以外にも、特にパトリシア・アダムス（注２０）、ジョセフ・ハンロン、カナダの「国際持続可能な開発法センター（ＣＩＳＤＬ)」のジェフ・キング、アシュファク・カルファン、バイロン・トマス（注２１）などが「汚い債務」について考察している（ジョセフ・ハンロンには「Dictators and debt（１９９８）」「Defining Illegitimate Debt and Linking its Cancellation to Economic Justice（Open University for Norwegian Church Aid, ２００２年６月）」などがある）。

　ＣＩＳＤＬによると、債務は以下の三つの条件に同時に該当すれば「汚い」ものである。即ち、国民の合意がない、国民の利益にならない、貸し手が前２項について事前に承知していた（注２２）。この３つに当てはまれば、その債務は「汚い債務」と呼びうる。「汚い債務」ということになると、その債務は無効で、契約した政権が倒れればその国に対して、もはや返済請求はできない。

２、不当な債務
　厳密に言うと、「不当な債務」に対する法上の定義はない。しかし、債務蓄積の歴史において見られる様々なケースから、この概念の定義が浮かび上がってくる。ある債務が法や公的な政策と対立する場合、不公正・不適切な場合や悪用された場合には債務国は返済を強要されるべきではない。なぜなら、その融資、あるいは融資に付随する条件が、国の主権を侵害し、人権を迫害したからである。南の国が負う債務は往々にしてこの定義に当てはまる。ＩＭＦ・世銀からの融資で、構造調整政策を条件として強制されたものはそれ故、「不当な債務」と見なしうる。
　「不当な債務」の概念がまず何より倫理的判断に基づくものであることははっきりしている。「不当な債務」の概念は２０００年に初めて判決で公式に使われた。２０００年７月１３日、アルゼンチン最高裁で出されたオルモス判決（ホルヘ・ヴィデラ独裁政権に対する民事訴訟を起こしたジャーナリストの名前を取ってそう呼ばれる）は、独裁政権下（１９７６年−８３年）で契約された対外債務の不当な性質と、債権者・債務者の法的責任を明らかにした。

　２００６年末、ノルウェー政府はこの概念を援用し、いくつかの債務国（エクアドルも含まれていた）の債務返済義務を免除した。この先駆的決定については第５章で詳しく述べる。

　「不当な債務」の概念は、数多くの研究者や社会運動のおかげで、より厳密な定義がされるようになってきている。

　ジョセフ・ハンロンは、ある融資が不当であるというための４つの条件を提唱している。独裁政治強化を目的とした融資（許容できない融資）、法外な利子をとる融資（許容されない条件）、その国に返済能力がないのを知りつつ貸し付けられた融資（不適切な融資）、ＩＭＦの押し付ける条件（返済をより一層困難にする経済状況を作り出す）がついた融資（不適切な条件）。

　２０００年にカナダ・エキュメニカル・ジュビリー・イニシアティブ（注２３）は倫理的議論を展開し始めた、「債務の返済が、コミュニティの結束を損なうほどの深刻な被害を引き起こす場合、その債務は不当なものである。当事者同士の関係があまりに不均衡な場合、契約の正当性は保証されない。同様に、その債務契約が当事者の片方の健康、生命を脅かす場合、その契約の法的拘束力は認められない可能性がある。このまま契約を履行すると、不道徳あるいは不当な状況が起こりそうな場合、契約の終了、あるいは債務の帳消し、支払い拒否が倫理的に望ましい解決となる可能性がある。」

　議論はその後、不当な債務の定義へと続くが、もはや倫理的側面にとどまってはいない。現在の金融構造によって引き起こされた政治・経済の文脈や構造的問題を検討し、債務は「常軌を逸脱し、搾取のための主要なメカニズムとなってしまっている。”不当な債務”という用語はシステムそのものを問う道具である。このように考えると、債務帳消しは不可欠だが不十分である。制度自体の変革が必要である。」と宣言している。

　一方、ラテンアメリカの議員達は不当な債務の４つの基礎を以下のように定めている。

＊債務の発端。その多くが詐欺的で犯罪的な契約が元になっている。例えば、私的債務の公的債務への転換が上げられる。

＊１９７９年の一方的な金利上昇

＊ブレイディ・プラン。債務国政府に債務の再交渉を強制し、その過程で不当な債務の返済義務を認めさせた。

＊債務国政府内部の煽動者（裏切り者）の存在。彼らは債務契約署名の直後に政権を去り、その契約で利益を得た国際機関内のポストに就いている。

　より最近では、the Debt Observatory in Globalization（グローバリゼーションの中での債務観測所）による研究と、そこから出されたラウラ･ラモスの著書により（注２４）新しい議論が展開されている。その議論は「不当な債務」の概念を支持し、それに基づく債務の支払い拒否を正当化している。彼らは、抑圧による債務、戦争による債務、エリート政治による債務、腐敗による債務、「救済」を目的とした債務、という風に債務を区別して説明している。

　最近では多くの国で様々なグループが、「不当な債務」の概念に関するセミナーを開催している。


Ｄ、エクアドル債務の起源

１、エクアドル、重債務への道

　「エクアドルの対外債務に関する特別調査委員会」の調査結果は、同国の現在の重債務をもたらした悪意に満ちた過程をたどって見せてくれる。概要は以下の通り（注２５）。

○債務の始まりと拡大
　１９７０年代以降、石油収入の増大と共にエクアドルの債務は劇的に増えていき、ほんの数年後には猶予ならざる状況になっていた。１９７８年のエクアドル憲法の修正は本当の意味でターニングポイントとなった。それ以降、議会は政府の債務政策に対して全く発言することができなくなり、汚職と海外の顧客第一主義は温存され続けた。

　１９８０年代始め、エクアドル通貨（スクレ）の何回かの切り下げに続いて、民間部門で深刻な金融危機が起こった。政府は公営企業に融資していた銀行セクターを救済する政策を取り始めた。この政策は「スクレ化」という名で呼ばれたが、内実は民間債務を公的債務に振り換えるというもので、そのおかげで公的債務は６倍に増えた（１６億５千万ドルから７５億ドルへ）。

　債務返済を確実にするために、国際金融機関からは大幅な法改正を強要された。例えば、支払い不能な債務でも責任を認める法令が発布されたり、民間債務の一部を買い戻すために発行国通貨払い国債の発行が行わた。

○公的対外債務を借り換えて・・・

　

１９９０年代、エクアドルは法律や憲法の制限枠をゆるめて新規国債発行（ブレイディ・ボンドを含む）を続け、債務はさらに膨張した（注２６）。１９９３年、政府は残っていた公的対外債務合計に相当する９億９００万ドル分の債券を発行した。これは明らかに１９８３年から８５年までに作られた債務の返済資金を得るため措置であった。１９９４年、新法令によって新規債券の発行と海外の銀行との契約が認められた。

○・・次いで、そのリスケが行われる

　１９９９年に金融危機が勃発し、それに対して新規救済措置が立ち上げられた。これは「ブレイディ・ボンド」を、利率１０％から１２％の「グローバルボンド」に転換しようというものである。２年後、アカウンタビリティと透明性に関する新法が導入されたが、これは石油収入が確実に債務返済に回るようにするためのものだった。こうして、そのほとんどが投機的な目的で契約された１９８０年代の債務が、より将来に影響をおよぼすものへとなっていった。

○開発プロジェクト管理組織の急増

　多国間金融機関の推奨による規制緩和と法的枠組みの緩和で、海外の債権者から資金提供されたプロジェクトを管理する部署が雨後のタケノコのように誕生した。しかし、それぞれがバラバラに活動し、政府による組織間の調整もほとんどなかった。ひとつには管理運営のまずさや組織体制がうまく働かなかった（効率的な計画設計やモニタリング組織が欠けていた。国の基準が国際金融機関の基準に従属させられた）ことがあり、かたや、エクアドル側に対して面倒な諸条件を押し付けられた（ただでさえ十分貧しい国に、優しい条件を付けてあげようなどという考えは微塵もなかった）ことなどから、エクアドルの債務負担はさらに増えていった。

２，エクアドルの不当な債務と返済
　このペーパーで、私達は、エクアドルの債務の不当性を、政治と経済、双方の側面から分析していこう。

　エクアドル債務が不当な、あるいは「汚い（odious）」ものであるという主張を裏付ける法的議論は数多くある。債務が引き起こした「あまりにひどい人権侵害や経済的・社会的・生態系上の権利の侵害」によって、この債務は不当で、不正で、不道徳で、返済の必要がないものと見なすことができる。債務返済拒否によってのみ、この国の国民に根本的に必要な物資やサービスの調達が可能になるのだから、「緊急状況下の国家」も理由としてあげられるべきである。債務返済拒否を正当化するもう一つの議論は、「国家主権の侵害」である。全ての対外債務はその国の法律に適合し、その国の利益に適うものでなければならないからである。

　エクアドル債務は「汚い（odious）」債務でもある。軍事独裁政権による「積極果敢な債務蓄積」がこの「死を呼ぶ」プロセスの始まりだったからである。古い「汚い債務」を返済するためになされた借入契約による債務も、無効が宣言されなければならない。

　過度な高利を付した契約も不当な債務になる。米国による一方的で劇的な金利引き上げが、エクアドルと債権者の状況や両者間の契約に変化を及ぼしたので、「force majeure（フース・マジュール＝不可抗力）」という概念も利用できるだろう。国連国際法委員会はこの概念を「ある事柄が、予測不可能なあるいは当事者のコントロールを超える事態に陥り、当事者がその義務を果たすことが絶対に無理な場合、何者も不可能な義務に拘束されないという原則によってその義務の法的不可能が認められる状況」と定義している（注２７）。

　債務のリスケや再交渉のために過度の条件を背負わされることや、融資に付随する条件（ブレイディ・ボンドをグローバル・ボンドに転換するプロセスや、ＩＭＦや世銀から押し付けられた構造調整プログラム、等）の目的が債務負担を減らすことではなく、むしろ債務を通してその国のコントロールを目的としていた場合、これらは全てエクアドル債務の帳消しの根拠となる。

　その他、不当性の例としては、全く仕様書を無視して着工され、結局日の目を見ることのなかったり、一部しか完成しなかったのに支払い請求されているプロジェクトの費用が上げられる。全体として、エクアドルはすでに借りた金の何倍も支払っており、北に国に対しては実質的に「債権者」である。実際、南の国々は多大な社会的・生態系上の”資金援助”を北に対して行っており、実は北は南に対して賠償金を支払うべき義務を背負っているのである。

第一章　原注

|1| « Auditoría ciudadana de la deuda ecuatoriana »,２００６年９月２２−２４日、ベネズエラ、カラカスで行われた第一回公的債務に関する国際シンポジウムでのウゴ・アリアスの講義 

|2|２０００年、エクアドルは固有の通貨を廃止し、ＵＳドルを使用することにした。
|3|米国のエクアドル領内の軍事基地の利用協定は２００９年が期限となっており、それ以後は更新されない。

|4|コレア政権は２００７年２月、ベネズエラとアルゼンチンによって始められた「南の銀行」プロジェクトを全面的に支援し、この機関の方向性決定に大きく貢献している。この「南の銀行」は２００７年末までに発足する予定である。この銀行は、南の人々が自分たちの天然資源を自分たちで利用するために取り戻すのを支援し、医療、教育、インフラ、工業生産等の分野のプロジェクトに資金援助する。コレアにとって、この取り組みはラテンアメリカの国のＩＭＦや世界銀行といった国際融資機関への依存を終わらせるチャンスであるだけではなく、地域共通の通貨を採用するチャンスでもある。「南の銀行」プロジェクトは、国際的な金融的・経済的制約を受けることなく社会・ビジネス・経済上の困難を解決するのに貢献するだろう。そしてそれを通して、国家・地域の主権を再度獲得することができるだろう。

|5エクアドル政府はまた、ヤヌシ国立公園内での石油採掘を阻止する取り組みを開始した。石油掘削で上がる予定だった歳入の半分の額の資金を、代わりに国際的なレベルで調達しようと試みている。もしこれが本当に行われれば、環境破壊におかまいなしの生産至上主義モデルへの代替案として、先駆的前例となるだろう。

|6|２００７年４月に行われた国民投票で、８２％が２００７年１０月に憲法改訂議会メンバーの選挙を行うことに賛成と答えた。

|7|ＥＵＲＯＤＡＤ（ヨーロッパ債務と開発に関するＮＧＯネットワーク）、Jubileo Sur(ジュビリー南アメリカ）、ＣＡＤＴＭ（第三世界債務廃絶委員会）、ＬＡＴＩＮＤＡＤＤ（ラテンアメリカ債務の開発に関するネットワーク）を含む

|8| この委員会の使命は、債務再交渉の社会的・経済的影響を分析し、プロジェクトがちゃんと遂行され目的を達成したか検証し、結局はエクアドルを更なる債務漬けにした債務政策提案を特定することによって、対外債務の正当性をチェックすることにあった。しかしながら、この委員会はこの国の債務地獄状況に責任有りと断定された国内外の個人・団体に対して、なんら法的アクションを取る権限をもっていなかった。

|9|エクアドルの２０億ドルに上る二国間債務（つまり、同国の公的対外債務の２０％）を、１５を超える債権国に対して抱えている。主な債権国はスペイン、日本、ブラジル、イタリア。

|10|エクアドル政府はその歳入の約３５％を主要輸出品である石油収入で賄っている。パラシオ政権下の炭化水素改革法によって、政府が多国籍石油企業により重い税金をかけることが可能になった。コレアとそのエネルギー大臣、アルベルト・アコスタ（彼は、コレア率いる国家運動（Movimiento País）党から憲法改訂議会メンバーに立候補するために、６月１５日大臣職を辞した）は、国家歳入を増やすために石油産業に対する国の規制の強化と海外の企業との契約に関して再交渉を計画している。それまで石油収入はもっぱら債務返済のために使われ、また、一方で今まで開発といえばもっぱら石油採掘関連だったのだが、上記の手段を通して、石油を国の資源としてきちんと確保しようと考えている。

|11|新監査委員会は２００７年７月２３日、グアヤキルで発足した。

|12| " El FMI deja sus oficinas del Banco central（ＩＭＦ、中央銀行内の事務所を撤退）"２００７年７月１５日　Argenpress紙、http://www.argenpress.info/nota.asp?num=044989&Parte=0
|13|ラファエル・コレア政権の２００７−２０１０年の政策案に関して、より詳しい情報は経済省ポータルサイトwww.mef.gov.ecで見ることができる。

|14|パトリシア・アダムスの著書「Odious Debts: Loose Lending, Corruption, and the Third World’s Environmental Legacy（汚い債務：無規律な貸し付け、腐敗、そして第三世界の環境への後遺症）」の１７章から引用www.odiousdebts.org
|15| CADTM, Le droit international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples, CADTM/Syllepse, Liège/Paris, 2004.

|16|  www.threegorgesprobe.org

|17| 英国国際開発委員会レポート、１９９８年５月。www.odiousdebts.orgも参照。

|18|ダミアン・ミレー « La dette de l’Irak n’a jamais existé » (イラク債務など存在しなかった), Le Monde, ２００４年１１月２３日付けル・モンド紙

|19| See www.cadtm.org　www.cadtm.org参照

|20|パトリシア・アダムス「Odious Debt（汚い債務）」（Earthscan, 1991）。アダムスはこの問題のウエブサイトも開設している。www.odiousdebt.org
|21カルファン、キング、トーマス共著「Advancing the Odious Debt Doctrineç（汚い債務の法理を推す）」（Centre for International Sustainable Development Law,モントリオール, 2003.）

|22| http://www.cisdl.orgのexecutive summary参照

|23|  http://debt.socioeco.org

|23|  http://debt.socioeco.org

|24|ラウラ・ラモス「Los Crímenes de la Deuda. La Deuda Ilegítima”, (債務犯罪、不当な債務)」（the Debt Observatory in Globalisation (ODG)発行、 Icaria, ２００６年３月）、フランス語版も２００７年にＣＡＤＴＭとＳｙｌｌｅｐｓｅの共同発行予定。

|25|エリック・トゥーサン「L’analyse de trente ans de debt extérieure de l’Ecuador(エクアドル対外債務３０年の分析)」から抜粋。www.cadtm.org
|26|１９８９年、ブレイディ・プラン（米国財務長官の名前から取られた）は、債務額の削減と買い戻し金を再融資に回すことを条件に、途上国の商業銀行への債務を米国財務省保証付き債券に交換することを提案した。一方、受益国は債務の一本化に取り組み、ＩＭＦの構造調整計画に署名する。こうやって、銀行に関係する側面に限っては問題は解決したが、債務国にとっては問題が先送りされただけだった。エクアドルの公的債務の半分をやや下回る額がブレイディ・ボンドに転換された。

|27| 「違法性を排除する環境としてのフォース・マジュール（Force majeure不可抗力）：各国の実践例、判例ならび教義」http://untreaty.un.org Document A/CN.4/315　６１ページ


第二章：不当な債務に関する法的・制度上の問題
by  Virginie de Romanet（ビルジニー・ド・ラモネ）

Ａ、背景説明（注１）

　全ての途上国同様、エクアドルの対外債務はこの数十年間で爆発的に増え、１９７０年の２億４１００万ドルから２００６年６月には１６９億ドル９５００万ドルとなった。１９７０年には３６ドルだった国民一人当たりの債務は、２００５年にはなんと１４６０ドルだった。

　どうしてこのようなことが起こったのか。これまた他の多くの国同様、エクアドルは１９６８年から７９年までの長きに渡って独裁政権下に置かれていた。これから見ていくように、エクアドルの債務の劇的に、不正な方法で増加させた責任はこの独裁体制にある。９年間（１９７０年ー７９年）で債務は２億４１００万ドルから２５億５４００万ドルへと増大した（注２）。同期間中、公的対外債務は８倍、民間対外債務（１９８０年には対外債務総額の４分の１を占めていた）は３７倍になった（注３）。

　民主的政権が復活した後も、対外債務はウナギ登りで増え続け、１９７９年には２５億５４００万ドルだったものが１９８８年には１０６億６９００万ドルになった。理由は簡単である。１９８２年末に債務危機がエクアドルを襲った。暴力的で予測不可能な利子の高騰（高利）のために、政府はさらに借り入れなければならなかった。債務増加という死のスパイラルはやむことなく、以降、エクアドルの命綱はそれによって大もうけをした債権者の手に握られ続けている。

スクレ化
　これは民間債務を公的債務に転換するための仕組みで、１９８３年から８４年に渡って行われた。「スクレ化」を通して肩代わりされた民間債務のせいで、エクアドルの公的債務は大幅に増大した。しかも、これらの債務は「不当な債務」であった。  

　この「スクレ化」を使って、エクアドルの寡占特権階級とその海外の仲間達は、民間企業が海外の債権者に負う債務（当時で１６億２８００万ドル）を国、つまり国民に肩代わりさせることを目論んだのだ。この転換は平均１ドル６３.５５スクレの交換比率で行われたが、これは１９７０年代当時の通常のレート１ドル２５スクレを大幅に上回るもので、政府の返済額を莫大なものにした。

　１９８８年から９２年の間、金を借りている弱みで、エクアドル政府は国内外の銀行のいいようにされてしまった。彼等にとって都合のいい経済政策や、国の活動分野を狭め権限を弱める一連の新自由主義的法改正や組織改編が押し付けられた。公共サービスや国にとっての基幹産業は、民間セクター、つまり多国籍企業に売り飛ばされた。公共政策はワシントンでＩＭＦ・世銀によって決定され、それにキトの政府当局者がお墨付きを与えるだけだった。ＩＭＦが作り上げる財政政策は、まず何より債務返済を確実にするようデザインされていた。ＩＭＦは国家の歳入を増やさせながら（それは国の開発のためではなく、何にも増して債務を返済させるため）、一方で２００２年ー０３年の公務員の給与を凍結させ、公的セクターの従業員３万人をレイ・オフさせた（注４）。

　財政危機が起こると、ＩＭＦは債権者を救済するためにスタンドバイ・クレジットを発行させた。債権者達は、元々は民間企業が背負った債務でも結局はこのようにして政府が返済義務を代わりに果たすことを知っていたので、リスクが高い投資にも手を出していた。事実ＩＭＦは、エクアドル国民から豊かな債権者への大規模な富の移転を仲介したのである。

　債務のメカニズムを通して、実はエクアドルは資本輸出国になっている。１９８２年から２００６年の間に、エクアドルは債権者に元利合計で１１９８億２６００万ドルを支払う傍ら、１０６２億６８００万ドルの新規融資を受けた。つまり１３５億５８００万ドルのマイナス移転である。同期間、同国の債務は１９８２年の６６億６３００万ドルから２００６年の６月には１６６億９８００万ドルへと増えている。これを見れば、エクアドルの経済全部が、不当な債務返済のために暴力的に搾り取られてきたのが分かると思う。社会開発に関する指標がどのような状況でも知ったことではないのである。

　ブレイディ・ボンドからグローバルボンドへの転換が半分進んだ２０００年の時点で、対外債務は１６２億８２００万ドルから１３５億６５００万ドルへと減少した。しかし、２００２年までには、債務は元のレベルに戻ってしまった。公的対外債務が１０％減少する傍らで、民間対外債務が２０００年の２２億２９００万ドルから２００６年８月の６５億６８００万ドルへと大幅に増加したからだ（注５）。

　付け加えて、公的債務は実は減っていない。海外からの公的融資が減った分、国内から資金調達することで穴埋めされたからである。主には債券発行であるが、これらの短期信用は海外からの借入に比べて利子が高く、政府の返済の負担はより高くなった（注６）。

　１９８０年から２０００年の間、エクアドルの実質ＧＤＰは年２％の割合で上昇しているが、人口増加から考えると不十分である。事実、人口一人当たり、ＧＤＰは毎年０．５％のマイナス成長であり、２０００年以降もあまり変わっていない。しかもこの数値の後ろには、ますます拡大する富の分配の不平等が隠されており、これまでの成長分は全て、金持ち層の懐に入ってしまったている。

　２００４年、債務返済額は石油による税収の１４８％だった。２００６年にはこれが２００％になった。このまま続けば、エクアドルは自国の真の経済・社会的発展や環境保護のために１銭も使うことなしに、あと２５年で全ての石油埋蔵量を枯渇させるだろう。付け加えて、国の北西部で行われている石油採掘が引き起こしたダメージの回復には国家債務の５０倍の費用がかかると言われている。過去３０年の集中的石油掘削の間、伐採によって広大な地域の森林が破壊され、多数の川や地下水が汚染された。同地域の先住民は先祖伝来の住まいや生活地域を奪われた。

Ｂ、エクアドルの不当な債務
　エクアドルの債務は、北の国々にとってありがたいものではあるが（いや、それ故にこそ）実は不当なものだ、と断定できるいくつかの要素がある。まず最初に、これはエクアドル固有の要因ではなく南北関係の根本に関わることなのだが、不平等な交換システムが上げられる。つまり第三世界が原材料を輸出し、北から高価な工業製品、加工品を輸入しなければならないというシステムである。この不平等な関係の中で、南の国々は加工産業を発展させることができなかった。北の国が付加価値が高い分野を独占し続けるコツを心得ていたからである。

　南米南部の独裁政権（アルゼンチン、チリ、ウルグアイ）やブラジルでは新自由主義的政策が強要されたのに反し、エクアドルの独裁政権時は、国家の経済活動への介入が増大したように見える。エクアドルで一連の独裁政権がとった経済政策は、もっぱら石油産業を発展させ、それによって国家歳入を増やすことが目的だった（注７）。国家はその力を増強させても、それでもやはり民間セクターの従属物でしかなかった（注８）。不幸なことに１９７２年から７９年のＧＤＰの劇的成長（１１％以上）も、既存の権力構造に終焉をもたらし、進歩的変化を生じさせる方向への契機とはならなかった（注９）。１９６８年から７５年のペルーのベラスコ・アルファラド軍事政権のように、石油セクターや経済の基幹部門を国有化し、土地改革を実行し、為替や海外貿易規制を実施するといった試みも一方ではあったのだが。

　民主政権復活以降、エクアドルは一連の通貨切り下げの季節に突入する。驚いたことに、１９７９年には１ドル２５スクレのレートを１ドル２０スクレに切り上げるという法案が起草された事があった。しかし、結局この法案はお蔵入りし、１９８０年には逆の動きが始まる。１０年ほど１ドル２５スクレで安定していたものが、１９８０年には１ドル３０．５６スクレに下がり始め、１９８４年にはさらに９８．６９スクレに下がった。

　民主的政権とは言っても、行政府は通貨政策を全面的にコントロールし、議会に対して全く説明責任を果たさなかった。１９７９年憲法５５条に、「通貨単位（スクレ）の国際レート確定手順は共和国大統領により決定され、変更される（注１０）」とあったからである。７８条にはさらに「融資了承や契約は共和国大統領の責任において行われる（注１１）」とある。結果的に２００６年まで続いた財政危機は大統領の一存で対処され、大統領が借入政策や平価の交換条件など一切をコントロールした。

　１９８０年５月１４日、通貨委員会が国内のプロジェクトのためのドル建ての借入を承認し、これが投機的融資へと道を開くことになった。ドルによる返済は、支払日のレートによることになったからである。すでに見たように、平価切り下げはその後数十年続いたので、結局どんどん借り手の側が不利になっていった。憲法８９条によって創設された国家開発委員会（ＣＯＮＡＤＥ）は、中心的に活動した１９８０年５月から８５年５月までの間、何ら自らの活動に関する基本法も規則も定めなかったので、急速な債務拡大になんの手も打てなかった。４１の基本プロジェクトを含む「１９８０−８４年開発計画」がエクアドルに大きな変革をもたらすはずであったが、１９８４年になってもそのプロジェクトの内のどの１つも完成する兆しは見えなかった。実権は通貨委員会に握られており、国家開発委員会は、実は貧しい多数の国民に状況はよくなろうとしていると信じさせるためのお飾りに過ぎなかったことが、今になるとはっきりとわかる。
　債務累積と、１９８０年代以降の構造調整プログラム（これは社会セクターへの支出を減らしその分を債務返済に回すためにデザインされたものだった）の強制は国家の権利を侵害するものだった。１９７９年憲法の７１条では、公共サービスと経済・社会プログラムに予算の重点を置くべき事を定めており、そこには予算の３０％を教育に当て文盲を一掃することも含まれていた（注１２）。３７条には憲法の優位性が定められている。より下位の法規は上位法と整合していなければならない。憲法と矛盾したり、その規定を変更させるような国際協定や条約は無効となる。

　２００５年、パラシオ政権の財務大臣だった時に世銀が下した決定へのお返しとして、２００７年４月末にラファエル・コレアが大統領命令で世銀代表エドワルド・ソメンサットを追放したのは、憲法の精神の具現化に他ならない。ＦＥＩＲＥＰ（石油安定化基金）が提示した、石油収入を債務返済ではなく社会政策に優先的に回すという改革案に対して、世銀はすでに約束されていた１億ドルの融資を凍結するという対抗措置に出た。コレアはこの国際機関からの介入に抗議して財務大臣を辞任した。コレアは世銀代表に対し、２００５年の措置に関して４８時間以内に弁明するように通告した。なんらの説明もなかったので、コレアは彼を追放した。エクアドル大統領は、世銀の融資凍結は国家主権を完全に踏みにじったものであったと宣言した。この決定は、新大統領の断固たる決意と、変革への真の願いを反映したものであった。

Ｃ、法規定の軽視
　いくつかの政策は国家の利益を損なっただけでなく、国家の権利さえ侵害するものであった。通貨委員会の１９８０年５月１４日の決議（国内での利用目的でドル建て債務を認める）は「エクアドル国内での全ての支払い義務の履行はスクレで行われなければならない」という通貨体制法第７条に違反する。この決議は明らかに国内の銀行と投資ブローカーを利するものであった。

　１９８５年７月１８日、通過体制法修正法案が猛スピードで可決され、同年８月２２日付公式に発効した。前法の７条に取って代わる修正法第１条は、「支払いは、対応する通貨に対して返済日の市場交換レートで計算されたスクレで、支払日の利率で返済なされなければならない」となっている。

　しかし、実はそれまでの５年３ヶ月の間にもなんら法的裏付け無しにこの方法での交換レートが適用されてきたのだ。これは完全に違法である。どのような返済方法をとるかが国際的に取り決められていない場合には、返済方法を決めるのは対外債務管理に関するエクアドルの国内法と、その法律に照らし合わせて許容される政策である。従って、修正法発効前は通貨体制法第７条で定められたルール（固定利率によるスクレでの支払い）が適用されなければおかしい。

　様々な機関が国内プロジェクトのためにドルで借り入れを行った。特に国内の銀行や証券会社、国際銀行やオフショア部門に大いに利用された。また、国内の銀行や証券会社の顧客も盛んにこれを利用した。彼等は国内で出費の用があるかないか、あるいは投機目的であるかないかに関わらずドル建てで借り入れた。エクアドル中央銀行でさえ同じことをしながら、市中銀行や証券会社を通してスクレでの国内与信を行っていた。

Ｄ、典型的事例
○独裁制への「汚い債務」
　

１９６８年から１９７９年まで、エクアドルは全体主義的な体制に支配された。この章の最初で見たように、これらの政権はエクアドルを深刻な累積債務状況に追い込んだ。１９７０年代の石油ブームの時期、民間企業は海外の債権者に対してドル建てで巨額の借金をした。この間、特に１９７６年から７９年の対外債務急増（３年で５倍）の時期は"aggressive indebtedness（無謀な債務膨張）"期と呼ばれる。特に民間債務は、非常に不利な条件の元で爆発的に増えた。これらの債務の７５％は返済期限が１年未満の短期債務で、また８３％が変動金利だった。国際的な状況（金利の高騰、石油価格の低下、など）の結果、過剰債務の状況は猶予ならざるものとなっていった。

○許容されざる融資

【スクレ化】

　エクアドルの政財界の実権を握るグループは、政府に救済介入をするよう強く要求した。一方ＩＭＦと世銀は国際銀行の利益を守るために、政府に国際銀行への民間債務を保証するよう圧力をかけた。そこで政府は、ドル建て債券を、等価で契約日の利率に固定したスクレ建ての債券に交換することによって民間債務の肩代わりをした。その結果、民間部門はますます上昇する利子やスクレ切り下げに伴う負担を背負う必要がなくなった。

　この「スクレ化」のプロセスを通して、政府は民間の対外債務の大部分を政府の債務に転換した。こうして過度の債務漬けを自ら招いた私的債務者の借金を、エクアドル社会全体が肩代わりさせられることになった。

　「スクレ化」の対象となった民間債務は１６億８２５０万ドルである。地元市中銀行と証券・為替ブローカーがこの債務を引き受け、中央銀行の適切なコントロールなしにスクレ化が行われた。

　為替レート差によるものだけでも、政府は民間セクターに１３億ドル相当の「補助金」を出したことになる。民間への融資の大部分は、平均１ドル２５スクレのレートで契約されていた。一方、政府はこれらの債務を平均１ドル６３．５５スクレで引き受けたのだ。

　このプロセスはもっぱら一部のエリートに利益をもたらした。スクレ化の手続きを行った３％、たった９５の受益者・企業が、スクレ化総額の７５％の利益を享受した。

　さらに、この債務譲渡は、上からの監視もコントロールもない、でたらめなやり方で行われた。問題の債務が返済されたかどうか、チェックする仕組みは何も作られなかった。エクアドル中央銀行の帳簿には、自由市場で交渉された債務の登録は記載されているが、それらの返済に関してはなにも記録されていない。エクアドル政府はこうして架空債務の返済義務も背負わされた。

　スクレ化の目的は、国家にとって生産的インフラである企業の倒産を防ぐためだと政府は宣言したが、驚くなかれ、受益対象者の中には、「キト・テニス＆ゴルフクラブ」や「Banque du Pacifique（太平洋銀行）預金者クラブ」といったエリートの娯楽クラブの名前も挙がっている。これを見れば、スクレ化が救済したのは国家の利益ではなく、大手の国際銀行や国内の市中銀行、財界・政界のエリートであることははっきりしている。このような実態を前にして、これらの債務の返済を、政府を通してエクアドル国民に要求するなどということが、どうして正当化できるだろうか？

　更に一歩進んで、なぜ民間企業はドル建てで借金したのか？と問うこともできる。市中銀行から調達するスクレだけでは不十分だったのか？現実には国内預金口座から調達されるスクレだけで、地元市中銀行は十分に金融業務を履行し、国内の手堅い生産・専門分野だけでなく、国際観光業の分野にまで投資することができたのだ。

　これらのドル建て与信は、国内の市中銀行や投資ブローカーの利益と引き替えに石油を差し出させる目論見で、国家、中央銀行、生産部門に強制的に仕掛けられたものだった。何億ドルもの金が、ちゃんと記録にも記載されないままスクレ化のプロセスに投入された。

　海外からの直接投資の要求がその底にあった（注１３）。これはそれまで、特に石油セクターで積極的に行われてきた混合会社とは全く違う方法である。石油法が、民間企業が供給サービス契約に容易に参入できるように改訂された。政府が（債務返済のおかげで）資金不足で、供給サービス契約の入札に応じることができないという理由である。これは国営石油公社（ＣＥＰＥ）の弱体化を招いた。後に同社は調査、掘削、輸送、精製、マーケッティングの各分野の子会社を従えたペトロエクアドルになるが、これは民営化のための化粧直しであった。労働組合の反対で民営化は容易に進まず、そのためペトロエクアドルは意図的に資金不足状態に置かれた。

　スクレ化に対する結論として以下のことが言える。金持ちの私的な債務を社会の責任にするのは違法で、不公正で、不道徳である。従ってそれによって国家が負った債務は無効が宣言されなくてはならない。このような行為は多くの債権国内では犯罪になっているのだから、この債務の無効を主張し、対応する法的規定を適用できるようにするのは不可能でない。

【ブレイディ・プラン】

　１９８０年代末、債務不履行を起こしているいくつかの途上国で実施されたブレイディ・プランは、米国のイニシアティブによるものだった。これは元本を削減することで、債務返済の重荷を減らそうというものだ。しかし、エクアドル市場ではそれらの債権は額面の１０％の価値しかない、ほとんどが回収不可能な債務だったのだから、実際に救済されたのは債権者である。エクアドルで１９９４年に発行されたブレイディ・ボンドは、民間債務全体を正当な債務として政府に責任を負わせるプロセスだったと理解できる　ー　これは根本的には不当な行為である。

　この転換がどのように怪しい状況下で行われたのかについても触れておくべきだろう。エクアドル政府は、１９８７年１月に対外商業債務の返済を停止した。その後、約５年続いたこの支払い停止によって、エクアドル政府はニューヨーク州やロンドンの裁判所にこれらの債務の時効を申し立てることもできたのである。 しかし時効成立の直前の１９９２年１２月、エクアドル政府は行政府令を発して、銀行に対する債務者としての立場を確認すると共に訴訟を断念した。この決定は、政府メンバーの中に国家の利益にお構いなしに大銀行と共謀する者がいることをここでも示している。当時のいくつかの新聞は、時の財務大臣マリオ・リバデネイラ自身が、３億ドルに上る債券を保有していたと伝えている。

　つまり、一部の債務は返済しなくても済んだはずなのに、権力者はこの格好の機会を無視し、債券債務をブレイディ・ボンドに変換することを選んだ。実際には、ブレイディ・ボンドは単に返済に絡む問題を先延ばしにしただけであった。高利率が再び債務返済を持続不能なものにし、エクアドルは１９９９年に再度支払いを停止しなければならなかった。これは近年の歴史でエクアドルが最も危機的状況に置かれた時期であった。

【グローバル・ボンド】

　１９８０年から２０００年の間に、１ドルに対するスクレの価値は２５スクレから２万５千スクレへと転がり落ちた。

　この状況に対応するために、２０００年１月１０日、スクレが廃止されドルが使われるようになった。いわゆるドル化である。これは市中銀行や投資ブローカーの肝いりで２０００年３月１３日に発布された「エクアドル経済変革法」と名付けられた法律によって正式に発効した。この法律によって、エクアドルはいかなる財政戦略をとる余地をも奪われてしまった。

　ついで同年、エクアドルはブレイディ・ボンドとユーロボンド（１９９７年に発行された債券で、５年から７年満期で５億ドル分発行された）を総額５５億７千万ドルのグローバル・ボンドに交換する交渉に着手した。このグローバル・ボンドは２つのカテゴリーに分けられる。

＊グローバル・ボンド１２

固定利率年１２％で、償還期間１２年（１２億５千万ドル）

＊グローバル・ボンド３０

２００１年には利率年４％、２００６年に９％に達するまでは毎年利率が１％ＵＰする。２００７年から２０３０年までは利率年１０％で償還期間３０年（総額４５億ドル）。

　交換条件は、第５章で触れるが再びエクアドル国家に大きな負担を強いるものだった。これらの債券発行のプロセスには、一貫して非常識な方法が取られており、これらの債務は不当な債務に分類されるべきである。これらは国家の利益に資さなかったし、管理運営はもっぱらごく少数者の利益のために行われた。これらの債券は、許容できない条件の元で、不均衡な力関係にある当事者間で合意されたものと結論づけることができる。

【鉱業、農業、漁業プロジェクトのために契約された債務（注１４）】

　鉱山開発と環境管理に関するプロジェクトと債務の例として、１９９３年ー９４年のプロデミンカ計画を上げることができる。このプロジェクトは世銀から１４００万ドル、スウェーデンと英国から１千万ドルの資金提供を受けた。この計画は、鉱山開発への民間投資の促進を目的としていた。

　プロデミンカ計画のために、いくつか鉱山開発関連法の改訂が行われた。そのうち２つ（Trole I and II）は多国籍企業が資源を略奪するお膳立てをした（投資額または実質生産高の３％を国家に払い戻す義務を免除し、環境省の役割を縮小し、環境保護地域での鉱山開発に道を開いた）。

　このプロジェクトのもう一つの目的は、環境保護区での鉱山開発に政府のお墨付きを得ることを目的に、地下に埋蔵されている資源の分布地図を作ることであった。世銀のインスペクション・パネルに不服申し立てがされたに関わらず、世銀は義務づけられている生態系への影響調査を実施しなかった。この埋蔵図の企業への売却が政府によって許可され、いくつかの企業は現に環境保護区における操業権を取得している。

　１９９４年、米州開発銀行（ＩＤＢ）からの資金提供により、農業・漁業分野でもプログラム（Programa sectorial agropecuario - PSA）が策定され、その結果、農業関連法の改訂と農業省の解体が行われた。

　このプログラムに基づいて１９９４年、「農業開発法」という新法が制定された。この法律により、土地は万人に利用が認められる権利ではなく商品であるとされた。これは、更なる土地改革の希望の芽を完全につみ取るものだった。この改訂が、商品作物を輸出する大農場主を利するものであることは明らかだった。彼等は小農民の利益を阻害しつつ、土地の大部分を買い占めていった。

　米州開発銀行は、僻地の土地を正式に登録し行政管理する新たな土地開発プログラム（ＰＲＡＴプロジェクト）にも１５２０万ドルの融資をした。これによって土地所有登記が可能になる。このプログラムによって、土地の権利書など無しに土地をずっと占有していた先住民の農民達は追い出されてしまったし、小農民も損害を被った。さらに、エクアドルは、２千万ドルの技術援助融資を世銀が資金提供するＰＡＴプロジェクトの灌漑部門から得て、それまで公共財だった灌漑用水の私有化に着手した。

　これらのすべての融資によって、中小農民の土地、水、種子といった基本的資源へのアクセスが制限され、エクアドルの食料主権は大いに損なわれた。農業生産はもはや国民の必要を満たすものではなく、輸入国のためにあった。これは国の貧困レベルに大きな影響を与える要因となった。

○不適切な融資

【ハイメ・ロルドス・アギレラ多目的プロジェクト】

　１９５０年代から始動し始めたこのプロジェクトを主導したのはＩＤＡ（国際開発協会）と米州農業共同サービス（the Inter-American Agricultural Cooperative Service）であった。予備研究がグアヤス川流域開発研究委員会（ＣＥＤＥＧＥ）によって行われた。

　このプロジェクトの総コスト１６億３８００万ドルの８０％は海外からの融資によるものだった。内容は、ダム建設、グアヤキル市への飲料水供給、マルセル・ラニアド水力発電所建設、ダウレ渓谷流域の灌漑プロジェクト、サンタ・エレナ半島への水輸送ならびに同半島への飲料水と下水処理サービスの供給となっていた。

　１９８０年、建設工事開始前のＩＤＢによるフィージビリティ・スタディでこのプロジェクトは５千万ドルの赤字という予測が出たにもかかわらず、ＩＤＢは融資を了承した。２００１年、グアヤキル大学が新たな調査結果を発表した。それによると、すでに進行中の同プロジェクトの赤字額は１億３千万ドルになるだろうとのことだった。Acción ecológica（ＮＧＯアクションエコロジカ）による別の調査は、グアヤキル大学の算定額は水輸送による利益だけを計上しており、そのコストを差し引いていないことを明らかにしている。

　１６億３８００万ドルという巨額のコストのうち、環境対策と社会的・環境的被害軽減に当てられるのはわずか３％である。社会的・環境的影響でとりわけ問題になるのは、半島のコミュニティの土地２万５千ヘクタールの明け渡しとメタンガスの発生である。この被害をまともにコストに組み入れるなら、プロジェクトの総費用は４０億ドルを優に超える（注１５）。

　このプロジェクトの受益者は、融資者、建築業者、事業実施者である。水輸送の目標は達成できなかった。水を送ろうとすると取水側では水が干上がり、受け取る側では土地が水浸しになってしまう。プロジェクトは自ら設定した数値目標もクリアしていない。サンタ・エレナ半島の土地約４万４千ヘクタールを灌漑することになっていたが、実際にはわずか６千ヘクタール以下しかできていない。

○許容できない条件

【ＣＥＭ（Centros Educativos Matrices）プロジェクト】

　「許容できない条件」の典型例はＣＥＭ（Centros Educativos Matrices）プロジェクトである。このプロジェクトのために世界銀行（１億ドル以上の融資）とＩＤＢはロドリゴ・ボルハ（１９８８年ー９２年）政権に相当額の資金提供を行った。これは中心となる学校とその衛星校を建設しようというプロジェクトであったが、取引の主眼は教育の中身などでは全然なく、学校建設というインフラ整備にもっぱら投資が行われた。

　教育面の向上が立ち後れた大きな要因は、世銀が偏重され、ユネスコが影響力を行使できなかったことにある。世銀は世界に冠たる教育アドバイザーとして振る舞っている。資金以上に、世銀はそのアイディアを国々に貸し付ける、というか押し付ける。このような融資は、その国が将来、容易に後戻りできないような根本的な変化をもたらすので、大変危険である。例えば、権限の分割や査定、成果主義といった制度が融資と共に導入される。世銀は、そしてＩＤＢも世銀の影響で、常にどの国に対しても全く同じ方程式を当てはめる。地勢も国内の現実も全く違う国々に対し、資本家から見た「正しい公式」を適用する。融資は、国際的な投資家、多国籍企業に好ましい一定の改革の実施を条件として認められる。教育の分野もその例外ではない。

　ＣＥＭプロジェクトでは、世銀とＩＤＢは自分たちが容易にコントロールできる実施機関の設立を要求した。二つの独立した機関、EB-PRODEC（世銀）と PROMECEB （ＩＤＢ）の設立によって、世銀とＩＤＢはプロジェクトのコントロールに教育省を経由する必要がなくなった。この二機関は、教育省の１０倍の給料を払って、「よりちゃんとした」スタッフを雇うことにした。これはもちろん教育省の力を低下させるようなやり方である。教育省のプロジェクトマネージャーが３００ドルから６００ドルしかもらっていない一方で、この二機関の同様の職種の人間は６５００ドルの給料をもらうのである。このような環境の元で取り組まれるプロジェクトが目指すのは、国際金融機関主導の教育の商業化である。

○国内法を侵害する条件

　ＩＭＦと世銀は、介入を通して調整力を行使する国家を作り替え、「小さい国家」にすることを目指している。そのために彼等は「グッドガバナンス（良き統治）」という概念を考え出した。民主主義という考えを強調しつつも、その本当の目的は、ＩＭＦと世銀が押し付ける政策を途上国政府が実施できるようにすることである。「グッドガバナンス」という概念を使って、新自由主義的改革の道筋を損なうことなく、社会的抵抗を骨抜きにできる。真の民主国家と、構造調整を導入することで政府が国民を犠牲にしている国家の根本的な違いは、容易に見分けることができる。

　借り手の国の輸出能力を伸ばし、そしてそれによって対外債務返済を確実にするために、ＩＭＦは債務国に通貨の切り下げを強要した（そしてこれはＩＭＦ自身の協定の侵害に当たる）。通貨切り下げはインフレを加速し、賃金の減少に繋がった。つまり、借り手の国で起こった深刻な政情不安の責任はＩＭＦの構造調整政策自身にあったのだ。

第二章　原注

|1|この文書に記されている事実関係の多くはパラシオ共和国大統領によって設立されたＣＥＩＤＥＸ（特別対外債務監査委員会）の報告書から取られている。同委員会は２００６年７月から１２月まで活動した。

|2| http://www.oid-ido.org/IMG/rtf/BettySilvaGavidiaEcuador.rtf
|3| Arias Palacios, H. “Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberna del Ecuador y estrategias de desendeudamiento” (エクアドル債務の経済・社会・環境に対する影響と脱債務戦略について), CEIDEX報告第三巻, ２００６年８月

|4| 同上, p.55

|5| 同上, p.33

|6| 同上 p.34

|7| Benalcazar, E., “Deuda externa privada con la banca privada internacionalizada”, (Private external debt with the private bank internationalized国際民間銀行の民間対外債務), p.11, CEIDEX報告書第二巻２００６年１２月

|8|同上, p.17

|9|同上

|10|同上, p.20

|11|同上

|12| Pinto F., “Evolución de la normativa jurídica aplicable al endeudamiento público y su correspondencia con el marco constitucional, convenios y tratados internacionales y más estipulaciones legales”, ２００６年１２月

|13| 同上, p.48-49

|14| “Casos que vinculan la deuda externa con la generación de deudas sociales y ecológicas”,複数著者による, CEIDEX,報告第五巻、２００６年１２月.

|15| 同上


第三章：エクアドル債務の統計資料と分析（注１）

 by  Benoît Bouchat（ブノア・ブシャ）

　この章では初めて、エクアドルがこの３０年間契約した対外債務の全てを通して見ていこう。その中で次の質問について考えてみたい。誰が債権者か？いくらの債権をそれぞれの債権者が保有しているのか？エクアドルがいくら返済してきたのか？さらにどのような理由でこのような債務ができ、また、債務蓄積の過程でどのような影響が生じて来たのか、示していきたい。

　海外の債権者　ー　外国政府、多国間金融機関、銀行　ー　が常に、多国間金融機関が作り上げた構造調整政策を借り入れ国政府が実施することを、融資のための必須条件とし続けてきたことを頭に入れておいて欲しい。これらの構造調整政策は、実施国の組織体制を混乱に陥れ、政治当局が整合性のある確固たる行動を取るのを阻害した。

[image: image1.wmf] 

 

 

エクアドルの公的債務と民間部門の対外債務（単位

 

100

 

万ドル

 

 

 

0

 

 

 

2000

 

 

 

4000

 

 

 

6000

 

 

 

8000

 

 

 

10000

 

 

 

12000

 

 

 

14000

 

 

 

16000

 

 

 

18000

 

 

 

20000

 

 

 

1970

 

 

 

1973

 

 

 

1976

 

 

 

1979

 

 

 

1982

 

 

 

1985

 

 

 

1988

 

 

 

1991

 

 

 

1994

 

 

 

1997

 

 

 

2000

 

 

 

2003

 

 

 

2006

 

 

 

USD  

 

 

 

 

公的対外債務

 

 

 

民間部門の対外債務

 

 

 

 

 

　様々な意思決定機関が互いにもつれ合い、開発プロジェクトの実施能力が極端に低下した。かたや国の省庁同士の管轄の問題があり、かたや地方の部局や多国間機関自らが設立した組織（”実施機関”）があり、時には、いくつもの決定機関が同時に一つの事柄に関係するようなこともあった。結局は、誰が誰に対して責任を取るのか誰も知らない、時には、誰が何に関して責任を持つのかさえはっきりしていない、という有様だった。全く曖昧で非効率なシステムで、多国間機関によって設立された実施機関が相当な権力を握るようになっていった。一旦、そういう体制ができあがってしまえば、国際的な債権者にとって採掘産業（鉱石や石油）や農業プランテーションに関する政策を押し付けるのになんの障害もなかった。債務返済は、南から北への富の移転の、最もはっきり目に見える一部に過ぎない。本国のお膳立てで、多国籍企業がエクアドルのためという顔でやってくるが、実際はエクアドルは全ての真の主権を放棄させられ、天然資源は過剰に搾取される。そして多国籍企業はエクアドルの国民に不利益を及ぼしながら莫大な利益を上げる。

Ａ、債務と債権者

　１９７６年と２００６年の間に、エクアドルの間にたまった債務額は２９９億７６５０万ドル。表１と表２に、借入額、エクアドルからの返済額、実際に債権者に流れた資金額をまとめてみた。
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　表１から債権者別の融資額が分かる。多国間金融機関がダントツで多く、次が民間銀行である（注２）。政府債も無視できない額に上っているが、これは第２章で見たように、後に「ハイリターンな投資」であったことがわかる。

　表２では、エクアドルがすでに元利合計で３５３億２１２０万ドル返済していることがわかる。しかるに２００７年４月、エクアドルはいまだに１０３億４１００万ドルという巨額の公的対外債務残高を抱えている（注３）。

　表１、表２は、エクアドルに債務を背負わせてきた多国間金融機関と銀行のリストである。


【１，他国からの借り入れ】


　エクアドルの二国間債務は直接、他の国の政府と調印したものと、パリクラブで再交渉されたものに分けられる。（表３）

　パリ・クラブは１９の債権国（北米、西ヨーロッパ、ロシア、日本、オーストラリア）で構成する非公式グループ（１９５６年設立）で、メンバー国に対する二国間債務の返済に関して債務国に困難が生じた場合、債権国の利益擁護のために活動する。メンバー国が合意すれば、融資の返済に関し、違う利率で何十年単位のリスケ（返済期限の延長）をすることができる。また、債務の一部の帳消しも決定できるが、これは通常、重債務貧困国（ＨＩＰＣ）　ー　エクアドルはこのカテゴリーに含まれていない　ー　の場合か、戦略的同盟国（例えば２００１年のパキスタン）の場合に限られる。しかし、リスケであっても、債務削減であっても、まずその前に債務国はＩＭＦとの間で、構造調整改革を実施する合意に署名しなければならない。、そしてこの構造調整改革は貧しい国々に劇的な影響を及ぼしている。

　また、リスケは、例えば政府債の発行などによって、元の債務の軌跡が消されてしまう可能性を生じさせることにも気を付けないといけない。元の債務は「不当な債務」であった可能性があるのだ。これらの債務を新しい債務に置き換えることで、不服申し立てを封じ込めることができることに債権者は気付いている。

　エクアドル債務は１９８３年以降、８回にわたり少しずつリスケされている。その結果、なにかこの国の債務漬け状態に変化があっただろうか？少なくともたくさんのリスケ合意がなされた最初の１０年はひどい状況だった。その後、統計上はいくらか事態は改善されたかのように見えるが、相変わらずエクアドル国民は債務によって押し付けられた支配の影響を実感している。

【２，民間機関からの借り入れ】

　どの企業がエクアドルの開発に投資してきただろうか？１９８２年から２００６年の間にエクアドルが借り入れ契約を交わした「民間」機関リスト（付属１）の中には以下の名前が見える：ABN-AMRO (１億１１００万ドル), BANCO BILBAO VIZCAYA (１億４３００万ドル), CHASE MB (８億ドル), CITIBANK (２千９百万ドル)。スペインの銀行も見受けられる。ラテンアメリカの銀行では、特にブラジルの銀行が目立っている。その中のいくつか、例えばthe Bank of Norway (１７５０万ドル)は実は国立銀行である（注４）。BANCOS (２５１．６万ドル) や CONSORCIO BANCOS (２３８万ドル) といった、背景の分からない不思議な名前もある。

　民間機関からの借入が、経済プログラムやひょっとしたら社会プロジェクトで使われた可能性もある。しかし、銀行からの借入のほとんどはその前に借り入れた債務の返済に回されたのである。

【３，多国間金融機関からの借り入れ】

　多国間金融機関との借り入れ契約合計額は１２５億ドルに上り、こんにちの債務残高は４１億８８４０万ドルである。表４はエクアドルの開発に投資した各機関とそれぞれの融資額である。

　大抵の場合、多国間機関からの融資は特定の開発プロジェクトとリンクしている。これはインフラ建設であることもあるし、公営企業の民営化準備のための大量人員整理プログラムや赤字一掃プログラムといった、構造調整政策関連の時もある。
　融資された金でプロジェクトの大部分の費用はカバーできるが、借り入れ国は通常、総コストの１０％から５０％の自己負担を要求される事が多い。外国政府は、融資あるいは寄付という形で協力することで、そのプロジェクトの共同事業者となることができる。しかし問題は、実際にはどのような形でプロジェクトが遂行されてきたのかということだ。

　何年にも渡りエクアドル中央政府は、あるセクター、あるいはある特定プロジェクトに対する責任（＝権限）を分割委譲することで、その権威と能力を喪失してきた。この権限の分散がもたらした最も明らかな後退は、国全体の事情を考慮に入れてどのセクターをまず優先して支援するか決定し、首尾一貫した戦略的計画を立てることが困難になったことである。中央政府の弱体化は、大型開発プロジェクト（道路建設、医療機関の近代化など）が全体の状況を見ない近視眼的分権構造下で行われることを意味する。

　エクアドル政府の弱体化は、１９８０年代以降、ＩＭＦと大国の先導によって、同国政府が国際債権機関に決定権を譲り渡してきたことの直接の結果である。専門家達は様々な決定機関同士の協調がない中で仕事をさせられ、結果的にエクアドルはその人的資源を無駄に浪費し、有効に使うことができなかった。そのためにこの国は、国の公共財を守るために国際債権機関と対等に渡り合える、経験を積んだ交渉チームを持つことができなかった。

　実際、多くのプロジェクトが技術・経済・財政・社会・生態系の各面における事前のフィージビリティスタディなしに立ち上げられた。これらのプロジェクトが「良き管理」の元に行われたと信じている人達は、自分たちの責任範囲しか見ていない。彼等はコミュニティや国全体の利益は全く考慮せず、また、海外からの融資による資金調達に関してなんら疑問を持たなかった。やがて、全体状況を見渡す仕組みを欠いた開発プロジェクトの弱点が露呈し始める。融資契約の条項とエクアドルの国内法との齟齬が浮上し、延々たる議論が起こり、結局、手間暇かけて法改正が行われる。そうこうするうちプロジェクト実施自体が遅滞し、結局、債務国すなわちエクアドルが背負う費用負担が増大する。

　実施段階になると、債務者はまず「支出継続のための与信承諾宣言」（注５）をお願いしなければならない。大抵の場合、融資機関の全ての様々な手続きについて十分な知識のない人々が政府を代表している。そこでこの段階で一般にさらに長い時間がかかる。

　「宣言」が出されればプロジェクト開始ＯＫだ。債権者は資金を小出しにすることで、プロジェクトのコントロール権を維持し続ける。“no objections（異議なし）”と呼ばれるこのメカニズムは、、債権者が影響力とプレッシャーを行使する手段としてしばしば利用される。債権者の方がこの手の事に関しては経験豊富で、しかもいつでも資金を打ち切れるからだ。

　多国間債権機関は、評価ミッションを送ることでプロジェクトの実施を監督する。このミッションにより、しばしば新しい問題、時には解決不可能な技術的問題が露呈する。その場合、プロジェクトは修正されるが、再び余計な時間がかかることになる。プロジェクト開始時に定められた完成予定日が来ると、融資はストップする。

　そして政府は、借入金プラス利子の返済、そして利用可能ではあったが実際は使われなかった金の手数料を返済し始めなければならない。そしてこの様な事態は、開発プロジェクトが際限なく遅れるエクアドルでは非常にしばしば起こる。完成期日の遅延の影響はそれに留まらない。プロジェクト完成のために、政府は新しい期日を設けて新しい借り入れ交渉を始めなければならない

　バエザ＝テナ・プロジェクトの例を見てみよう。これはアンデス地域とアマゾン森林北部を結ぶ道路開発プロジェクトである。最初の借入は２００２年６月２８日、これが３６ヶ月後（訳注・原文のママ）の２００４年１２月２８日まで続くはずであった。 公共工事省は遅れは技術的な問題によるものであると主張した。道路の表面をアスファルトに変更しなければならなかった。いくつかの場所では、例えば排水といった追加の工事が必要であった。もうすぐ新しい橋が出来る見込みがあるのに、今ある橋へのアクセス道路を補修する必要があるのか、といった疑問の声もあがった。そして、もちろん、悪天候による遅延もあった。 基本的に、国家レベルでの戦略的立案設計が欠けていたことが、本来なら国家に利益をもたらしたはずの開発プロジェクトを行き詰まらせた原因である。多くの開発プランが同様の欠陥だらけの計画の元に行われ、完成が際限なく遅れることで国家に非常に大きな費用負担をもたらした。問題の根元は、国際金融機関がエクアドル経済をコントロールし、意思決定の際の政府の権限を大幅に奪ってしまったことにある。ＩＭＦと世界銀行の指導により民間セクターの利益が優先され、公共の利益はほとんど顧みられなかった。この様な状況に対して、以下の疑問が自然にわき上がってくる。この債務が増え続けていくプロセスで、エクアドル国家、並びにエクアドル国民はどのような利益を受けたのであろうか？もしなんらの利益も受けなかったのなら、最終的にエクアドルの人々が彼等の富を自分たちの方に振り向けさせ、獲得する最善の方法として考えられるだろうか？

Ｂ、目的と結果

　入手できる情報からは、１９８９年から２００６年の間に借りた資金のわずか１４％しか政府プロジェクトに使われなかったことが見て取れる（飲料水供給、エネルギー、灌漑、運輸、通信、社会インフラ、企業への財政支援など）。残りの８６％は対外債務の元利返済に使われたのだ。よりつぶさに検証すると、ただでさえ少ない１４％のうち、３４％は開発プロジェクトに投入されず「金融セクター改革」に回されている。

　残り資金（つまり１４％の６６％）の内、４．５％が生産部門のインフラ工事に投入され（運輸、通信、エネルギー、飲料水供給設備、灌漑）、生産部門によって直接利用されたのは２．２％だった（農業、農産物加工、観光開発、小規模農民・工場、為替市場）。２，１％が社会インフラ（教育、都市開発、衛生、健康、農村開発）に投入され、残りの０．４％はその他の様々な改革に利用された（国内の治安維持、政府機構の近代化など）。

　基礎的社会セクター、即ち医療と教育に対して、海外の債権者は「あまり注意を払わなかった」などというレベルではない。エクアドルでは教育と進んだ医療へのアクセスを含む基本的人権が、資金不足によって長年無視されてきたのだ。そしてこれは、ＩＭＦと世銀のプレッシャーの元で、政府が意図的に行ってきたことだ。実際、次の表で見るように、新規融資の前提条件として多国間金融機関から緊縮財政が押し付けられ、それによって人間開発プロジェクトへの支出が減らされてきたのだ。

　この資金配分は、国民の大部分が貧困状態にある国から資本を海外に送り出すことを主眼とした、極めて民主的正当性を欠いたものであることをきちんと捉えておかなくてはならない。

　海外からの投資の実際の結果、雇用や住民の生活状況に与えた影響を今になって計測するのは非常に難しい。この国にはそのような側面をモニターする仕組みが存在しなかったのだ。このような仕組みはあってしかるべきだと思うのだが、「グッドガバナンス」を標榜する国際金融機関からの様々な要求の中に、それぞれの政策、それぞれのプロジェクトが国の経済や社会・文化開発、環境に与えた影響を注意深く調査することの重要性に言及したものが一つもないというのは驚きだ。

　このような要求が全く見られないのは、国際金融機関の開発に関するドグマに疑問をつきつけられることを、彼等が完全に拒絶しているからだと理解できる。そして実際、彼等は、エクアドルの資源を吸い取り続け、この国を超大国に従属する「被援助国」の地位に押しとどめておくために、自らの融資がいかに貧弱な結果しかあげていないかを隠し続けようとしているのである。

　だからこそ、全面的な債務監査を実施し、彼等にその責任を取らせることが求められているのだ。


第三章　原注

|1|この章はエクアドル対外債務調査特別委員会（CEIDEX)のレポートに基づいている。この委員会は２００６年３月２９日パラシオ大統領政権の元に発足し、同年１２月９日にレポートを発表した。

|2|以下に見るように、一見商業銀行に見えるものが実は国立銀行であることがある。the Bank of Norway とthe Bank of Brazilがこれにあたる。

|3| Patiño Aroca, R. （経済財務大臣） “Información al Congreso Nacional（国会情報）”, ２００７年５月１６日

|4| Voir Kjetil G. Abildsnes dans « Why Norway took Creditor Responsibility – the case of the Ship Export campaign （なぜノルウェーは債権者としての責任を全うしたか：船舶輸出政策のケース）».

|5| « déclaratoria de elegibilidad del credito para les desembolsos ».

第四章：債務の社会的・経済的影響

by Stéphanie Jacquemont(ステファニー・ジャクモン)
　２００７年になって、エクアドルは経済構造の見直し、特にその債務政策の見直しを始めた。やっと本当にエクアドル国民に奉仕する経済が作り出せるのではないか、という明るい希望が生まれている。

　長年、少数のエリートを富ませ、大多数の国民と国そのものを貧窮状況に追い込むような経済政策の元で、エクアドルは巨額債務を抱えさせられてきた。今やっとその転換点が訪れようとしている。

Ａ、債権者によって押し付けられた持続不可能な債務負担

　ある国の債務状況を分析するために使われる一般的な評価法によってしても、エクアドルの債務は持続不能なレベルに達している。何年間も債務返済は国の歳入の主要部分を食いつぶしてきた。そして政府は債務返済のためにさらに借り入れるので、債務額は容赦なく増えていく。

　１９７０年から２００６年の間に、対外債務全体（民間部門の債務と公的債務）は劇的に増えた。様々な小規模のリスケ合意も、１９７０年の２億４１００万ドルから２００６年の１６９億９５００万ドルという天井知らずの増加の歯止めにはならなかった

　この２年間、対外債務はＧＤＰの４０％を越えるレベルであるが、１９７０年ー２００６年全体の平均ではＧＤＰの６１％近くにまで達している。これは輸出収入の２．７２倍である。実際、エクアドルはとことん生き血を吸われ続けている。これは海外の貸し手から借りた額と返済額を比べてみれば分かる。エクアドルの債務に関する純移転は完全なマイナスである。１９７０年から２００６年の間に、１３５億ドル以上がエクアドルから送り出され、債務メカニズムにおける様々な債権者の財布の中身を満たしてきた（注１）。債務が債務国への支配と略奪の手段になっているのは明らかである。このメカニズムは、債権者によって債権者のために作り出されてきたのだ。

　「対外債務に関する純移転」の公的債務の部分だけ見ても、結果はマイナスである。１９８２年から２００６年６月の間に、海外の債権者に向けて１３５億５８００万ドルが送られた（注２）。同期間、多国間機関、すなわち世銀、米州開発銀行（IDB）、アンデス開発公社（the Andean Development CorporationＣＡＦ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）などに対しては、エクアドルは１１９億５７００万ドルを返済している。一方で、この間に同国は１０９億２千万ドルの新規融資を受けている（注３）。つまり、これらの機関に向けての純移転は１０億３７００万ドルのマイナス、かつ、総債務額は増え続けるということになる。これらの機関は、債務国の利益のために活動していると私達に信じさせようとしているが、この数字を見ればそんな信頼など吹き飛んでしまうだろう。しかも、パリ・クラブ加盟国に対する総計９億８千万ドル（注４）の債務のうち、譲許的貸し付け（訳注：低利か手数料のみで返済期間が長期に渡る、緩やかな条件の貸し付け）はほんのわずかの割合（１４％）でしかないことも指摘しておく必要があるだろう。

　対外債務返済は、国の輸出収入のかなりの部分を食いつぶしてきた（１９７０年ー２００６年の平均で４８％）。２０００年以降は、ＧＤＰや輸出収入に対する公的対外債務比は下の表で見るようにいくらか減少した。

　しかし、ことはそれほど簡単ではない。公的対外債務が減少した理由の一つは、２０００年にブレイディ・ボンドがグローバル・ボンドに転換され、それによって民間債権者への債務の元本が減少したからである（第５章参照）。しかしグローバル・ボンドの利率は高さは、今後数年間に債務額の急速な増加を招くと思われる。付け加えて、ＧＤＰは「ドル化」によって水増しされている。そのために債務の重荷が減って状況が改善したように見えるが、実はそうはなっていないのだ。更に、対外債務指標のわずかな改善の裏にある、大事な事実を見逃してはならない。すなわち、民間対外債務（対外債務全体に対する民間部門の債務の割合は２０００年ー２００５年の間に１６％から３７％に上昇（注５））の急激な増加と引き続き増え続ける国内債務の増加である。結局何が起こっているかというと、政府は長期対外債務を、高利の短期国内債務に転換し、一方で民間部門は海外から多額の債務を借り入れている。明らかにこれは健全な状況ではないし、エクアドルを外国のプレッシャーから救う道でもないだろう。私達が「スクレ化（第２章）」のところで見たように、政府は債権者からの圧力で民間部門の債務を「国有化」し、企業倒産や経済全体の崩壊をふせぐために、銀行からの債務を高利で返済する義務を負うはめになる可能性があるからである。付け加えて、国内債務が高利率で返済期間が短中期であることから、政府の信用格付けに問題が起こる可能性がある。


　このように公的対外債務は減り続けているが、国内・国外双方に対する公的債務返済額は、２０００年から２００５年の間、１６億８千万ドルから２８億２８００万ドルへと着実に増加し続けてきた（すなわち、２００５年の政府予算の３５．７％！）（注６）。

　このエクアドルの公的債務の構成の変化、すなわち対外債務の比重の低下（グラフ参照）は、債務の持続性の向上を意味しない。対外債務返済が相変わらず予算のかなりを占める一方で、国内債務返済に必要なコストも増え続けている。

　付け加えて、この構造の変化は海外の債権者が政府にかけるプレッシャーを緩和させることにはならない。反対に、対外債務返済に関して債権国からかけられる圧力は変わらないだろう。つまり国民の根本的な人権を全く無視して、どんな犠牲を払っても債権者への返済を唯一の目的とする政策を押し付けられ続けるということだ。

Ｂ、債権者によって押し付けられた経済政策

　債務のメカニズムは、債務国から略奪し、支配するための手段である。エクアドルはその典型的なケースである。債務返済が国の資金を大量に奪うだけでなく、債務は国がますます対外的に依存する政策を押し付ける手段として使われている。債務返済を可能にするために債権者が押し付ける政策は、自立的な開発をあきらめ、代わりに国際投資家をもっと呼び込もうというものだ。これによってエクアドルはますます世界市場に緊密に結びつけられ、海外資本への依存を深めていく。

　ＩＭＦは一連の政策趣意書（１９８３年以降９通）をエクアドル政府に署名させることで、また、その構造調整計画を通して、ワシントン・コンセンサスの新自由主義的政策を押し付けていった。一方、世界銀行は援助戦略を通して同じことをした。これら、マクロ経済の安定維持を目的とした政策は、明らかに債権国の利益のためにデザインされていた。

＞緊縮財政：債務者としての義務を十全に果たせるよう、緊縮財政によって十分な公的資金を債務返済用に確保することを債務国政府は要求される。緊縮財政とは予算削減、公営企業の民営化などによる公的支出の抑制である。２００３−０４年、最初の予算案では支出の伸びはたった３．５％だったのに、ＩＭＦは公務員の賃金凍結、３万人の公務員削減、年金凍結などの政策を要求した。税制改革に関して。最も不公正な　－　即ち貧しい人々に最も重い負担を強いる付加価値税（消費税）から最大の税収を得るように変更させられた。２００６年、税収の５０％が付加価値税からのものであり、わずか２８％（注７）が所得税と財産に対する税金だった。同様に国家収入を増やす手段として公共料金の値上げが続いた。これもより貧しい人々の家計により大きな負担がかかる政策であった。

＞市場開放、金融市場の自由化と民営化：これらによって外国企業は自由にエクアドルに投資できるようになる。投資競争によって経済効率が増すと言われているが、実際はこれが不安定化の要因となっている。資本移動の自由は投機を助長する。短期投資は自由に国境を出入りし、長期投資が行われる場合でも利益は本国へ送還されてしまう。民営化と自由市場は外国企業を呼び込み、彼等の製品が市場にあふれるが、それに対して地元の生産者は太刀打ちできない。

　輸出志向経済は、債務返済に必要なハード・カランシーを得るためとされているが、同時に北の国が石油、農産品（エビ、コーヒー、ココアなど）などの資源に確実にアクセスできる道を開く。そのために２００２年、ＩＭＦはＦＥＩＲＥＰ（安定化、投資、公的債務削減基金）を設立させた。石油収入を原資としてその基金が設立された時、基金の７０％は債務返済とグローバル・ボンドの高利を維持するための買い戻しに使われるということが法律で定められた。さらに、輸出奨励のために相次いで通貨の切り下げが行われた。しかし、海外のニーズを第一に考えるこのような成長では、国内の生産システムを成長させることも出来ないし、国民の必要を満たすこともできない。輸出向け需要があるのは、大抵一次産品である。このため、天然資源の過剰搾取（石油、森林など）と大規模な環境破壊が同時に起こることになる。さらに国内のニーズは自由市場から安価で輸入される製品で満たされることになり、国内の企業は太刀打ちできなくなる。輸出振興を目的とした通貨切り下げは輸入価格をつり上げ、また債務返済負担を更に重くする。

　ＩＭＦによるこれらの政策は明らかに失敗だった。経済成長は相変わらず低迷し、国民一人当たりのＧＤＰは１９８５年から２０００年にかけて逆に低下し続けた（１２７９．７ドルから１２５９．９ドル）（注８）。

　２００１年以降、状況は良くなっているようにみえるが（２００５年の国民一人当たりのＧＤＰは１５３５ドル）、これは石油生産量の増加と石油価格の上昇による。しかし、石油収入の全てが国の収入になるわけではない。その多くが海外企業の懐にとどまるのだ。石油輸出を除けば、貿易収支は２００年から２００６年５月まで一貫して赤字である（注９）。ＩＭＦに押し付けられたこれら全ての政策は、構造的な不均衡を作り出し、慢性的な不安定が１９９９年、危機となって爆発した。

　債務がもたらしたものは、債務返済を第一目的とした政策が実施されたということだけではない。通常なら国家の経済開発の投資に回せたはずの資源、資金までも奪われる結果になった。予算は恒常的に赤字で、社会支出は債務返済に回される額に比べて極端に低い。

　政府予算はもっぱら国内外からの借り入れに依存しており、石油収入が予算の中心というのも、あまりいいことではない。石油価格は気まぐれに急変するからである。税収は非常に少なく、かつ不公正である。国際金融機関（ＩＦＩ）は、所得税や資産税といった累進的税金を削減させ、一方でもっとも逆累進的な付加価値税（消費税）を押し付ける。これは相対的に貧しい人により大きな困難を背負わせる。

　このような不均衡な資金調達に加えて、支出も不均衡である。１９８０年から２００５年の期間、公的対外債務返済が政府予算の平均６６％を占めていた（注１０）。ウゴ・アリアス・パラシオスが的確に指摘しているように、債務返済は「資金を吸い尽くす蛭（ヒル）、予算にはめられた拘束衣」」なのだ（注１１）。１９９５年から２００６年まで債務返済予算は常に、教育、文化、医療、コミュニティ開発のための予算より大きい割合を占めていた。

予算における支出総額と各社会セクターと

債務返済に回る金額（単位：百万ドル）
	年
	支出額

割賦償却と利子を含む
	文教予算
	保健・

医療・

地域開発
	債務返済

	2000
	4034.7
	416.4
	146.9
	1680.3

	2001
	5488.5
	492.8
	188.6
	1827.9

	2002
	5505.7
	694.3
	259
	2019.9

	2003
	6187.7
	675.7
	309.9
	1950.7

	2004
	7323
	858.3
	371.3
	2652.4

	2005
	791.7
	946
	422.9
	2827.6

	2006
	9022
	967.2
	469.8
	3837.3


出典：BCE、Boletín Estadístico Mensual、2007年2月


　ＩＤＯ（注１２）の計算では、状況は憂慮すべきものである。例えば２００１年、債務返済予算は教育予算の約１０倍、医療予算の６倍だった。アルベルト・アコスタ（注１３）が引用しているユニセフの数字では、１９９０年から９９年までの債務返済合計１５７億ドルは、政府の医療予算のなんと１３５年分に相当する！

　この社会支出の不足は、国家が、人権尊重を保障し、かつそれを国家の最高の義務と定めた憲法を自ら破ってしまっていることを意味する（憲法第１６条）。

　保健医療に関して言えば、憲法では「保健医療予算は、各年の政府予算の経常収入の伸びに対して同じ割合で増加する。医療予算は削減されない」と定められている。

　１９９９年マウアド政権はこの条項を守らなかった。１９９８年ー９９年で、経常収入は４０．６６％の伸びを示したのに、医療支出の伸びはたった２２．１８％だった。Centro de Derechos Económicos y Sociales（経済・社会権利センターは、これに対して憲法違反であるとして訴訟を起こしている（注１４）。
　教育と文盲撲滅政策に関しても同じ状況である。憲法７１条によると政府の経常収入の３０％が当てられなければならないことになっているが、２００６年、文教予算は９億６７２０万ドルで、経常収入のわずか２５％だった。

　しかも、政府は帳簿をいじることで責任を逃れようとしている。石油価格を予想よりも低く見積もることで、予算の中の石油収入を低く算定している。結果的に余った収入は、ＦＥＥＲＥＰのような基金に回ることになる。２００３年１月３１日、政府は教育と医療にまわせう予算のわずか１０％だけを政府の一般予算とすることに決定した。つまり、残りの９０％には議会のチェックが入らないことになる（注１５）

Ｃ、社会、経済が被った影響

　債権者によって導入された新自由主義的処方箋が役に立たなかったことは、はっきりしている。様々な形の融資の「注入」は、患者をただ債務返済できる程度に生かしてきただけだった。一方で債権者はエクアドルから「採血」し続けた。教育、医療、社会サービスや農業予算の削減は、エクアドルの大多数の国民の生活の深刻な悪化を招いた。そして国家は体制ぐるみで、少数のすでに豊かな人々に奉仕し続けた。１９９９年の危機のさ中に導入された政策がいい例だ。１１億４千万ドルがいくつかの銀行を救済するために投入される一方で（注１６）、人々の預金は凍結され、看護婦、医師、教師などは給与の支払いが停止されたのだ！

【増大する貧困、激化する不平等、悪化する生活状況】

　これらの政策の結果は、貧困、特に極度の貧困の増大と、ごく少数者への富の集中だった。１９７０年から２００５年の間、貧困は増大し続けた。１９７０年、貧困ライン以下の生活してを送る人々は人口の４０％だったが、２００５年その数値は６１％に達した（注１７）。貧困のレベル自体も特に１９９９年の危機のさなかに劇的に悪化した。１９９５年から２０００年の間で、貧困者の数は３９０万人（人口の３４％）から９１０万人（７１％）に増えた。一方、極度の貧困者の数はその間に２倍になり、２０００年の時点では人口の３１％が極度の貧困状況にあると見られていた。一方、金持ちはますます金持ちになっていった。１９９０年、国の豊かな２０％の層が収入の５２％を占めていた。１０年後、その額は６１％になった。農村地域の人々、特に小農民はますます貧しくなった。彼等が一番、市場開放や肥料価格の高騰、土地の私有化などの影響を大きく受けたからである。

　２００３年のＦＡＯのレポートによると、貧困は栄養不良の問題を引き起こしている。国内には住民全体に行き渡る程の食料があふれているが、貧富の差があるために貧しい人々が十分な食料を買えないからだ（注１８）。

　貧困の増大は医療、教育へのアクセスにも影響を与えている。失業の増大や給与の削減によって、ますます多くの子ども達が家計を支えるために学校をドロップアウトしなければならなくなっている。教育予算が低いため、教育へのアクセスの便宜を図れず、また、教育の質が低下している。国全体の平均就学年数は６年だが、農村地域になるとわずか３．９年である（注１９）。中等教育への就学率は２００４年、わずか５２％だった（注２０）。国民の２５％は実質的に文盲である。

　公共医療に関するデータも憂慮すべき状況にある。国の半分の子ども達が慢性的栄養不良に苦しんでいる（山岳地帯では７０％）。１歳以下の乳児の７２％、妊婦の４０％が貧血で、国民の１０人の内７にしか、基本的な医療サービスにアクセスすることができない。毎年、病院での治療を必要とする５万人のエクアドル人が、なすすべもなく堪え忍んいる（注２１）

　ＩＭＦでさえ、社会サービスに十分な投資がされていないことを認めている。「エクアドル：社会防衛と経済危機」と題された１９９９年６月のレポートには「エクアドルの社会的条件　ー　医療と教育のレベルとそれらに対する予算配分は、ラテンアメリカ諸国の平均以下である（注２２）」と記されている。

【大量の移民】

　ここ数年、大量の移民がエクアドルから流れ出している。特に１９９９年の危機の直後は、７０万から８０万人の人々が国から出て行ったと見られている。これは労働力人口の１０％以上に当たる。失業率が実際より低く見えるのはこのためである。移民の多くは教育を受けた人々であり、彼等の流出は、エクアドルにとって有用な労働力の喪失となる。一方、これら移民は、本国への送金によって国家経済に貢献していることにも注意しなければならない。２０００年、移民からの送金はＧＤＰの１０％に上った。実際、この金は国内の消費の維持を助け、債務返済のために社会セクターにほとんど予算を割けない国のサービス不足を補完している。２０００年と２００１年、海外のエクアドル人が送金した金額（それぞれ１３億６４００万ドルと１４億３千万ドル）は、バナナ、エビ、コーヒー、ココアの輸出収入合計より多かった（それぞれ１１億６７００万ドルと１１億３６００万ドル）（注２３）。そのため、移住という行為は、社会的状況がこれ以上崩壊しないための安全弁の役割を果たしているということができる。しかし、マイナス点もある。たとえばインフレ、輸入の増加（移民からの送金の一部　ー　ＩＤＢによると１７％　ー　は、海外の贅沢品の輸入に使われている）や国内の必要を満たすためにさらに海外からの資金への依存が増すことなどである。要するに移民は、経済危機や持続不能な債務返済によって生じた社会的困難に対して政府が本来負うべき負担を軽減している。移民によって壊滅的な状況（貧困、失業）がある程度、緩和されるからである。

【環境破壊】

　エクアドルが北に金銭的債務を負う一方で、北はエクアドルに対して「社会的債務」を負っている、という考えが主張されている。その筆頭に、環境に関する債務（環境債務）が上げられる。エクアドルが海外から借り入れた資金は、環境に対する影響を全く無視した開発プロジェクトに利用された。ＩＭＦに強要された輸出のための開発は、天然資源の過剰搾取や、自然の生態系を全く無視した大規模生産を助長した。これは何千人ものエクアドル人の伝統的な暮らしを破壊し、彼等の収入源を奪ってしまった。例えば、石油は債務返済のためにここ数年過剰に汲み上げられている。これは国の発展に貢献するどころか逆に悪影響を及ぼしている。石油採掘のために国の北東部が被った環境被害を換算すると、国が抱える債務の５０倍のレベルに達すると言われる。この被害には、森林伐採、水の汚染、土壌流出、地元住民の強制移住などが含まれている。

　その他に生態系に大きなダメージを与えた産業としては、エビ養殖が上げられる。養殖エビの９０％が輸出向けである。これはＩＭＦが（輸出振興のために）熱心に進めたもので、開発のために様々な多国間機関が融資した。エビ池造成のために湿地のマングローブが大規模に破壊された（今日、その７０％が消失している）。マングローブは豊かな生態系で、地元の人々に収入源を提供し、また、天然のバリアとして洪水や日照りによる干ばつを防いでくれる存在だった。エビ養殖は法律で禁止されている地域でまで行われたのだ！アクション・エコロジカのような環境団体は、北がエクアドルに負う生態系上の債務の方が、エクアドル政府に返済要求されている北からの債務よりずっと大きいと主張している。

【憲法、法律、条約等の違反】

　債務返済が引き起こしてきた社会、経済への破壊的影響を見、かつ、憲法の人権擁護規定や政府が批准している様々な国際人権規約などに照らし合わせて考えると、この債務返済の正当性に対して疑問を抱かざるを得ない。すでに指摘した様に、教育・医療サービス・貧困削減よりも債務返済に多くの資金を回すことによって、政府は結果的に憲法や予算に関する法律で決められている人権条項に違反している。エクアドルの憲法では、人権の擁護、持続可能な経済成長、全ての人の利益となる公平でバランスの取れた開発、貧困削減、経済振興、これら全てが国家の根本的な義務とされていることに留意しなければならない。また憲法は、国際宣言や条約、協定で保障されている権利の、守護者としての役割を政府に与えている。

　１９６６年の国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」に署名することによって、エクアドル国家は全ての人に「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利」、「飢餓から免れる基本的な権利」「到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」、教育と社会的安全に対する権利を保障することに合意したのだ。

これらの権利は全て、債務返済に優先権があたえられることでないがしろにされてきた。この規約の義務についての解釈の中で、国連経済社会理事会は「国民の大多数が基本的食料、基礎的医療サービス、相当な衣服や住居、基礎教育を奪われている締約国は、この規約で定められている義務を遵守しているとは言えない」としている。

　エクアドルは１９８６年１２月の国連の「開発に関する権利宣言」も批准している。同宣言文はその導入部で、「開発は経済、社会、文化、政治の統合的プロセスであり、国民全体として、また全ての個人としての絶えざる生活向上を目指すものである。」としている。この開発に関する権利とは「人々の自己決定の権利」であり、また「人々が・・自分たちの天然の富や資源全体に対して完全な主権を行使できる権利」とされている。この宣言を実行に移す際に中心的役割を果たすべき国家は、「全ての社会的不公正を一掃する目的を持って、適切な経済的、社会的改革を実行しなければならない（第８条）」。一方で開発は「開発プロジェクトへの彼等（国民）の活発で、自由で、実りある参加とその結果生じた利益の公平な分配」に基づくものでなければならない。

　債務とその返済のせいで、エクアドルの人々は自分たちにとってどのような開発がいいのかを選ぶ自由と、自国の天然資源に対する主権を奪われてきた。国際金融機関は自分たちの条件を押し付け（時にはエクアドル政府と共謀して）、国の資源を売り飛ばさせ、債務返済を最優先事項にし、ごく少数者のみを富ませる政策を実施させ、国が住民に対して負う義務をないがしろにさせる。このような方法でたとえ経済が成長した時でさえ、それは格差の拡大を招く。債務は、他の全ての付随的政策（構造調整、天然資源の「差し押さえ」など）と共に、人々の開発への権利を大幅に後退させる。

　最後に、エクアドルはミレニアム開発目標（ＭＤＧ）達成を公約している（注２４）。しかし、今の流れを放置するなら、そして、政府が市民にとって最低限必要なものを満たすことよりも債務返済に優先的に金をまわし続けるなら、ウゴ・アライアスが心配するように（注２５）、ＭＤＧのほとんどの項目は２０１５年までに達成できないだろう。しかもＭＤＧの内容は（極度の貧困状況の人口の割合を１９９０年の半分にし、子ども達の１０歳までの就学保障、清潔な飲み水にアクセスできない人口の１９９０年に比較しての半減・・など）、国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」や「開発に関する権利宣言」に比べると、はるかに低い目標しか設定されていないのだ。

　債務がもたらす全ての直接的・間接的被害を考えると、その返済は不法で不公正で不道徳である。債務返済と国際貸付市場へのアクセスという聖なる御名の影で、国家の基本法と大多数のエクアドル人の経済的、社会的、文化的権利が蹂躙されている。彼等の権利が無視され、そのほとんどが不当である債務の債権者の願望や気まぐれに従属させられるなどということを認めてはならない。  
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第五章；債務の再交渉

by  Benoît Bouchat ,  Virginie de Romanet ,  Stéphanie Jacquemont 　（ブノア・ブシャ、ビルジニー・ド・ラモネ、ステファニー・ジャクモン）
　１９８２年の債務危機以降、この問題を解決するために様々な試みが繰り返されてきた。エクアドルでも他の国同様、リスケと債務の借換が何度も行われたが、永続的な解決とはならなかった。というのも再交渉の目的が、この国を債務の重荷から永久に解放することではなかったからだ。真の目的はできるだけたくさん返済させること、そしてそのために必要なら返済額を一時的に減らす、というにすぎなかった。ラファエル・コレアの前の政権はどれも、債権者が提示する条件に唯々諾々と従った。それらの交渉の中で、エクアドルの利益が中心課題となることはなかった。
Ａ、債務不履行：失われた機会

　１９７０年ー２００７年の間に２回、エクアドルは対外債務（特に銀行に対する債務）の不履行を宣言した。しかしどちらの場合も、ＩＦＩはこれを持続不可能なシステムの当然の帰結とは考えず、支払停止がもたらす波及効果が取り返しのつかないものとなることの方を心配した。債務国の側からも債務不履行が債権者と対決するための手段とは見なされなかったし、交渉において優位に立つために利用できるという風にもとらえられなかった。

　１９８７年、エクアドルは初めて債務返済を停止した。これはいくつかの困難が原因となっていた。８０年代始めの劇的な国際利率の上昇、限られた金融市場へのアクセス、石油価格低迷による歳入減少、「スクレ化（第二章）」による債務返済の大幅増加（この増加分返済のためにさらに債務が増えた）。加えてスクレの対ドルレートの切り下げは、自動的にドル建て債務の返済の重荷を増やすことになった。１９８７年３月の地震とパイプラインの破壊で石油輸出が滞り、国際収支はますます不安定となった。このような困難を背景に、民間部門（銀行など）への政府債務はほぼ５年間不払い状況が続いた。１９９２年、第四章で述べたように、法規定により民間への公的対外債務の時効を主張できる機会が訪れた。ニューヨークとロンドンの債務を規定する法律によると、不払い債務への請求が５年間なければ支払い義務は消滅する。しかし政府はその権利を放棄し、返済を保証する協定に署名した。これらの債務は１９９４年ブレイディ・ボンドに転換されることで、その返済義務が追認される形になった。

　１９９９年、前例のない深刻な危機がこの国を襲った。背後にはいくつかの要因が絡まり合っていた。アジア危機と新興諸国のための国際金利の上昇、エル・ニーニョ（注１）による輸出の減少、政情不安と外交資本の引き上げ等。１９９９年８月、危機の最高潮において宣言された債務不履行も、エクアドルに取って有利に再交渉を進めるきっかけとはならなかった。実際に行われたのは更なる債務の転換（ブレイディ・ボンドとユーロボンドのグローバル・ボンドへの転換）で、これはエクアドルにさらに被害を及ぼす結果となった（後に詳細を検討する）。二度目の債務不履行宣言は有利に再交渉を進める絶好の機会となるはずだった。返済停止宣言の結果、ブレイディ・ボンドの価値は額面価格の約２５％まで落ちていたからである。もし政府が本気で債務を減らしたいと思ったら、同時にブレイディ・プランに含まれていた債券買い戻し禁止規定を無視して債務を減らすことができたはずなのだ（while at the same time getting round the prohibition on buying bonds included in the Brady Plan)。

　アルベルト・アコスタ（注２）は「この債務不履行はエクアドルの役に立たなかった。積極的債務削減戦略の一部として行われたものではなかったからである。この債務不履行は債務者と債権者を引き離すことに繋がらなかった。それどころか、両者は絶えず交渉を続けていた。１９９４年の事態が再現された。債券の転換に際して、国の利益は考慮されなかった。エクアドルにいくら支払う余裕があるのかも問題にされなかった。エクアドルが支払う必要のない不当な債務に関してもだ。再び、政府に大きな負担を強いエクアドルの人々に損失をもたらす交渉が行われた。」と記している。

　しかし、現在の政府は全く違う戦略を取ろうとしているようだ。コレア大統領は「私たちは一方的債務不履行の可能性を排除すべきではありません。これは国の必要に基づくものであり、なにより債務に関して積極的な再交渉を行うためです（注３）」と述べている。

Ｂ、転換とリスケ

　債務危機以降、民間部門（銀行など）に対する公的対外債務は何回かに渡ってリスケされている。債権銀行の執行委員会と、三回にわたる交渉が行われた。１回目は１９８２年８月から１９８５年、２回目は１９８５年９月から１９８７年８月（ベイカー交渉）、３回目が１９８７年９月以降となっている。これらの交渉は危機を解決せず、１９８７年、エクアドルは民間部門への債務の支払いを停止した。これらの債務はブレイディ・ボンドに転換され、次いでグローバル・ボンドへと転換された。以下の考察で、この２回の転換が、他の再交渉同様、債務国ではなく貸し手のための解決策を見つける手だてであったことを見ていこう。

１、ブレイディ・プラン

　ブレイディ・プランは１９９４年に合意に達し、１９９５年から実施された。これは古い未払い債務を新規債券と交換するものである。１９９２年、民間部門への債務は６９億６４００万ドル、うち２０億９００万ドルは延滞利息であった（注４）。このプランでは４つのタイプの債券が用意された。元本に対しては割引債（訳注：元の債権より低い額面価値の債券と交換）とパー・ボンド（訳注：古い債権と同じ額面価値の債券と交換）、利子に対しては「ＰＤＩ」債と「ＩＥ」債である。最初の二つには新規融資で買われた米国財務省のゼロ・クーポン債が保証として付く。ブレイディ・ボンドは債務とその返済額を減らす道具として考案された。割引債により、実際、古い債務の元本の４５％が削減されたが、利子は変動利率で、市場金利より高かった（ＬＩＢＯＲ（注５）＋１３／１６）。パー・ボンドでは元本は削減されず、徐々に上がる固定金利制だった（最初３％からスタートしたが、徐々に上がり１１年目までには５％になる）。他の二つの債券は、単に利子を元本に組み入れただけだった（１９９４年、延滞利率は国際銀行に対する債務の４１％に達していた）。ブレイディ・プランは元本の削減と支払い据え置き期間（等価債券と割引債券で３０年、ＰＤＩ債券で１０年）によって、エクアドルにしばしの救済を与えた。しかし、長期的に見ると、特にエクアドルがブレディ・ボンド実施のための資金をＩＭＦ、ＩＤＢ、世銀からさらに借りることによって、債務返済は増加することになった。次の章で見るように、ブレイディ・ボンドの償還額は１９９５年から２００８年の間で劇的に増大することが予想されていた（２９４％）。しかし、ブレイディ・ボンドは間もなく、１９９９年の再度の利払い停止後、グローバル・ボンドに転換された。

ブレイディ・ボンドの償還予定額（単位：百万ドル）

	年
	ﾊﾟｰ・

ﾎﾞﾝﾄﾞ
	割引債
	ＰＤＩ
	ＩＥ
	総計

	1995
	43.0
	52.6
	35.8
	23.3
	154.7

	1996
	61.0
	93,7
	74.0
	21.5
	250,2

	1997
	65,8
	98,1
	79,7
	20,9
	264,5

	1998
	67,0
	101.8
	85,9
	20,2
	274,9

	1999
	74,1
	101,8
	95,8
	29,0
	300,7

	2000
	76.5
	101,8
	106,6
	27,7
	312,7

	2001
	86.7
	101,8
	161.5
	26.4
	376,8

	2002
	86.1
	102,1
	214,8
	37,7
	440,4

	2003　
	89.1
	101,8
	214.8
	35.5
	441,2

	2004
	90.9
	101,8
	215,4
	33.4
	441.5

	2005
	64,5
	102,1
	358,2
	0
	524.8

	2006
	95,6
	101,8
	347.5
	0
	545.0

	2007
	95,6
	101,8
	336,8
	0
	534.2

	2008
	95,6
	101,8
	412.6
	0
	610.0

	2009
	95.6
	102.1
	394.9
	0
	592.6

	2010
	95.6
	101.8
	377.7
	0
	575.2


出典：Alberto Serrano, « El Brady Plan ¿Solución para prestmistas o prestatarios ? » , Ecuador Debate, n°45, 1998年12月
２、グローバル・ボンド

　２０００年の「ドル化」のすぐ後、公的対外債務の民間部分に関して新規の再交渉が行われた。額にして６９億４５９０万ドルで、そのほとんどがブレイディ・ボンドとユーロ・ボンドだった。ブレイディ・ボンドとユーロ・ボンドをグローバルボンドＡ、Ｂ（第二章参照）と交換することで、ドル化がもたらした新たな難局を乗り切ろうというアイディアだった。公式にはエクアドルの資金フローへの圧力緩和、すなわち：

・国の財政能力と債務返済との調和を図る

・予算への圧迫を取り除き、第一に優先すべきプログラムに必要な資金を作る

・債務額の思い切った削減

が、目的としてあげられているが、同時に；

・最大限の前倒し返済の推進

・エクアドルの金融市場への復帰の保証

・最終的にこの国のリスク・プレミアム（危険保険料）（注６）を減らす

ことも目的となっている。

アルベルト・アコスタは、社会セクターを重視するように皮一枚でごまかしてはいるが、実は政府の戦略は構造調整の枠組みで理解する必要があると分析している。

　政府はブレイディ・ボンドをグローバル・ボンドに交換することによって債務を４３％削減できたと主張している。確かに数字からはそう見える。元の債務額６９億４５９０万ドルが、グローバル・ボンドＡ額面１２億５千万ドル分、グローバル・ボンドＢ額面２７億ドル分、計３９億５千万ドル分に転換されている。しかし、この３９億５千万ドルのグローバル・ボンドには、ブレイディ・ボンドの所有者に提供した７億２２００万ドルの米国財務省債（下記参照）が付いている。それを考えると削減率は３０％以下である。さらに、この数字の扱いには注意を擁する。

　アルベルト・アコスタは「大統領令は１６８号では、もっぱらブレイディ・ボンドと転換する目的で５７億５千万ドル相当のグローバル・ボンドを発行することになっていた。政府令は例外的債務削減策の一つとして出されたものだが、完全に方向を誤っている。特に、交換日にはエクアドル債の価値は額面価格の２５％しかなかったのだ。つまり、６２億９８００万ドル（実際に転換された元の債券額）の本当の価値はたった１５億７５００万ドルしかなかった。それが３９億５千万ドルの債券と交換された。この交換条件は債権者に取って非常に有利なもので、従ってエクアドルに損害もたらすものだった。」と「あり得べからざる強奪（an incredible holdup)」の中で述べている（注８）。

以下は、この措置で債権者が受けた普通では考えられないような利益の一覧である。

・彼らはブレイディ・ボンドに担保としてついていた米財務省のゼロ・クーポン債７億２２００万ドル分の償還を期日（２０２５年）前に受けた。

・未払い債務１億６１００万ドル分の支払いを即時に受けた。つまり債権者は８億８３００万ドルを現金で受け取った。この資金で、債務不履行により劇的に価値の下がった彼らのブレイディ・ボンドを買い戻すこともできたはずである。債券価格は債務不履行と交渉期間中に額面の約２０％近くにまで下がっており、大変いい条件の取引が出来たはずだ。

・政府は償還遅延の時の罰則を自らに課した（最初の三年間は３０％、四年目は２０％、七年目以降は１０％のペナルティ）。

・政府は債権者の利益を図るために、高利を保つのを目的に二次市場で債券の買い戻しを義務づけられている。

・利率は市場金利より高い。３０年ものグローバル・ボンドの場合、４％から１０％（１年ごとに１％上がる）、１２年ものグローバル・ボンドの場合１２％固定である。これらの法外な利率によって、交渉成立後の数年間、債券償還費用は非常に高くなった。アルベルト・アコスタが引用するマルコ・フロレスの計算によると（注９）、グローバル・ボンドの償還にはブレイディ・ボンドに必要と見積もられた額より１４億ドルも多くかかる。

・この合意には、不測の事態に関する条項がない。後にＩＭＦが逆の意味で「不測の事態に備える」条項を押し付けた。ルシオ・グチエレス大統領（２００３年ー２００５年）は２００３年、これを受け入れ、石油価格下落の際にも債務返済を保証するよう修正を加えた。

　このように片方だけに極端に有利な内容を見ると、本当に両者参加の元に交渉が行われたのだろうか、という疑問が湧いてくるのも無理はない。実際エクアドル政府は、地元政財界エリートの利益に沿って債権者の出す条件を異議なく受け入れた様に見える。ウィルマ・サルガド（注１０）が指摘しているように、地元の金融セクターは多量の海外証券を所有することで海外の債権者と深く繋がっている。誰も債務国、すなわちエクアドル国民の利益を擁護しないのはそのためである。エクアドルはいつも負け続けてきた。そして、メディアの誇大宣伝とは裏腹に、「画期的な交渉結果」とは常に債権者のためのものだった。後に見るように、同じことがパリ・クラブとの交渉にも当てはまる。

３、パリ・クラブでの二国間債務のリストラ

　１９８３年以降、エクアドルはパリ・クラブと８つの合意に署名した。これらによっても二国間債務残高は減らず、以下の表に見るように１９８３年には７３３０万ドルだったものが２００３年には１３億３８００万ドルになっている。

　初めの四回の合意は、商業債務（訳注；いわゆる非ＯＤＡ債務）と譲許的債務（低利の融資で、政府開発援助（ＯＤＡ）に利用される）の市場利率でのリスケという「伝統的手法」だった。１９９２年以降は、低所得国向けのヒューストン・タームが適用された。このスキームでは、商業債務は１５年間のリスケ（８年間の据え置き期間付き）で、譲許的債務は２０年のリスケ（１０年の据え置き期間付き）とされた。重要なのは、エクアドルのパリ・クラブ交渉には一度も部分的であれ債務の帳消しが適用されなかったことだ。最後の二回の交渉では、債務の一部の転換が認められた。希望する債権国は、債務返済分をそのまま社会開発・環境管理的性質を持った生産投資へと振り向けることができた。これは「債務スワップ」と呼ばれており、譲許的債務、商業債務双方に適用される債務のリストラの一手法である。エクアドルは１９８７年に初めてこれを取り入れた。その後、１９９８年まで、総債務額の０．４％を、６６％への割引で転換した。しかし、その債務の市場価値は３０％であった（Between then and 1998, Ecuador thus exchanged 0.4% of its total debt at an average cost of 66%, while the market price was 30%,）。この種のスワップにおいても利益を受けるのは債権者であることが示されている。

　２００６年７月、エクアドルのパリ・クラブ加盟国への債務は９億８千万ドルになった。うち、１億３９００万ドルは譲許的融資（１１％）、で８億４１００万ドルが商業融資だった。以下は、２００６年７月に同国が抱える二国間債務の内訳である（単位：百万ドル）（注１２）。
Ｃ、債務帳消し

１、ＨＩＰＣイニシアティブとエクアドル

　これは重債務貧困国（ＨＩＰＣ）を対象としたイニシアチブで１９９６年にスタートしたが、適用条件に当てはまる国があまりに少なすぎたので、１９９９年ＨＩＰＣIIとして再度設定された。これは大変貧しく、大変重い債務を背負った国で、ＩＭＦと世銀が押し付ける条件をクリアした国の債務の削減を認めたものだった（債務が「持続可能」な程度になるように、つまり、支払いを続けさせられる程度にまで減らすを目指したものだ・・・）。ＩＭＦ／世銀が押し付ける条件とは、２０年以上に渡り彼らが力説し続けてきた相変わらずの構造調整改革だった。債務削減までの道のりは大変長く、たくさんの厳しい条件をクリアしなければならない。当初の予定より大幅にスケジュールが遅れているのはこのためである。本来は２０００年までに４０カ国かそこらが債務削減を受けているはずだったが、目標達成予定日は何度も延期されている。今日まで、三年間かけて到達するはずの第一段階を達成できた国はわずか３１カ国、６年以上はかからないとされていた完了点到達まで行った国は２２カ国である。さらに悪いのは、ＩＭＦ・世銀のアドバイスを受け入れた国がいまだに重い債務負担をかかえていることである。これはＩＭＦの数年時に渡る予測が間違っていたからだ。ＨＩＰＣイニシアティブの様々な欠点から、プロセス全体の見直しが求められている。２００５年にグレンイーグルスサミットで多国間債務帳消しの決定が下されたのはおそらくそのためだが、そこでも彼らはあくまで債権者の利益を擁護しようとした。

　ＨＩＰＣイニシアチブで救済を受けるには、様々な条件を満たしていなければならない。まず、その国はＰＲＧＦ（貧困削減成長ファシリティ）適格国でなくてはならない。ＰＲＧＦで融資を受けるには人口一人当たりの収入が８９５ドル以下、すなわちこの地球上の最貧国でなくてはならない。二番目に、その国は従来の債務削減メカニズムでは対応できないほどの「持続不可能な」債務負担を抱えていなかればならない。「持続不可能」と見なされるには、債務額は年間輸出収入の１．５倍以上である必要がある。三番目に、その国はＩＭＦ・世銀の構造調整路線に沿った経済改革を行っていることを証明しなければならない。四番目に、貧困削減戦略ペーパー（ＰＲＳＰ）を作成しなくてはならない。これはその国が実施しようとしている緊縮財政、民営化、規制緩和のための措置などの政策一覧表である。

　エクアドルは以下の二つの理由でＨＩＰＣイニシアチブに適合しなかった。まず住民一人のＧＤＰが高過ぎ（２６２８ドル）、また、公的債務と輸出収入の比が小さかった（約１２０％）

　債務額とＧＤＰ、輸出収入、財政支出の各比率は、明らかにエクアドルがあまりにも多くの国家予算を債務のために食いつぶしていることを示しており、ブレトンウッズ機関の基準から言っても持続不可能なのは明らかである。実際、ＩＭＦと世銀はＨＩＰＣであると認定する際、債務の持続可能性に関して一番緩やかな基準を用いている。それは債務返済能力、すなわち、輸出収入と財政収入を中心に考えられている。債務返済と輸出収入の比が１５％以上の最貧国は債務の一部削減が必要であると考えられる。エクアドル債務に関する様々な数値はＩＭＦ・世銀によって設定された様々な数値を超えているのに、エクアドルはＨＩＰＣIIイニシアチブから外されているのだ。

　エクアドルが示す指標は、１９５０年代のドイツのそれより遥かに深刻である。１９５３年２月２７日、これらの数値を元に、ドイツ債務の再交渉が行われ、当時の貸し手はドイツが輸出収入の５％以上を債務返済に回さなくていいと認めた（当時のドイツの債務返済と輸出収入の比は３．９％だった。下表参照）（注１３）。エクアドルの債務返済と輸出収入の比は３０％以上である。

　エクアドルの様にドル化された経済では、対外債務も国内債務も、輸出収入と財政収入に直接の影響を受ける。つまり、対外債務／国内債務両方の政府債務を考慮に入れなくてはならない。

２、ノルウェー政府の決定　画期的先例：債権国が自らの「悪い貸付け」の責任を認めた！

　１９７０年代末、ノルウェーの造船業界は不況にあえいでいた。十分な契約が取れず、多くの職が危機に瀕していた。その対策として、政府は「船舶輸出政策」を立ち上げた。これはノルウェーの船を買いたいという国の開発プロジェクトに融資を提供しようというものだった。この船舶輸出政策は１９７６年１１月１９日、議会の承認を受けた。

　１９７６年と８０年の間、プロジェクトの実行可能性や借り手の返済能力にお構いなく、いわば不注意な融資がたくさん認められた。２１カ国と間で３６のプロジェクトに関する合意が交わされたが、１９８７年までに完了したのはわずか３件、債務を返済できたのはわずか２カ国だった（注１４）。

　エクアドルは債務返済できなかった国の一つだ。国営企業Flota Bananera Ecuadoriana（ＦＢＥ）が１９７８年から８１年の間に４艘の船を５６９０万ドルで購入した。１９８５年、ＦＢＥは破産し、別の国営会社、Transnaveが船を引き取った。この債務は二つに分けられ、１７５０万ドルがTransnaveとエクアドル政府の責任となり、残りの１３６０万ドルがパリ・クラブでの再交渉に回された。前者は完済されたが後者は増え続け、ＦＢＥ、Transnave、政府が支払った額は合計で５１９０万ドルに達するのに、２００１年３月までに４９６０万ドルになってしまった。

　ノルウェーとエクアドル双方の債務帳消し運動の圧力で、ノルウェー議会と政治はやがてこのような行為は許されるものでないということ認めた。最終的に２００６年１０月２日国際開発大臣エリック・ゾルハイムは、船舶輸出政策の間に立ち上げられた開発援助プロジェクトの失敗に対するノルウェーの共同責任を認めた。続いて彼は、この政策によって作られた債務で、いまだに債務国が抱えているものを帳消しすると発表した。エクアドルの場合、当時この船舶購入に関して３６００万ドルの債務を抱えていた。

　ノルウェーは開発援助と債務に関して、他の国際社会に画期的な先例を残した。ノルウェーはそれまでも貧しい国の債務削減のための数々の取り組みを実施していた（注１５）。２００６年１０月２日の宣言で、同国はひどい扱いを受けていた国々対して正義を実行したが、それだけではない。さらに重要なのは、借り手に対する貸し手の責任に関して、国際レベルの議論を投げかけたことである。この帳消しは完全に一方的に行われ、パリ・クラブ内の他の債権国との交渉の結果おこなわれたものではない。このことは、債権国はその気になれば仲間の国々との「団結心」を無視することもできることを示している。さらにノルウェーは、この帳消し額を政府開発援助額にカウントしないことを宣言している（多くの国が帳消しした債務の額を新規の援助にカウントして援助額の水増しをおこなっている）。これこそ二国間援助のあるべき姿だ。援助を与える国も受益国も、権利と義務を果たすべきである。ノルウェー政府は不当であると疑われる債務を、貸し手の責任という観点から審査する機関が国際レベルで設立されることを望んでいる。

　ところが、ノルウェー政府に対して非常に大きな圧力がかけられている。ノルウェー政府は慎重に、この決定はパリ・クラブとは関係がなく、また、今後このような一国によるイニシアチブは行わないと発表している。この出来事は、このような政策を政府に取らせる事ができるのは強力な草の根の運動だけであることを示している。実際、ノルウェー政府のこの前例のない決定は、数年に渡るＳＬＵＧ（ノルウェー債務帳消しキャンペーン）とエクアドルの経済社会権利センター（ＣＤＥＳ）のたゆまぬキャンペーンの結果達成されたものなのだ。

第五章　原注

|1|エル・ニーニョは散発的に起こる異常気象で、太平洋の海水温度が異常に上昇する。１９９７年−９８年、かつてない規模でエル・ニーニョが起こった。エクアドルはエル・ニーニョによる大雨のせいで国の生産能力に後々まで影響を残すような深刻な被害を受けた。

|2| Alberto Acosta, « Al servicio de la deuda, en contra del país », 11/02/2005, http://www.cadtm.org

|3|  http://www.eluniverso.com

|4| Hugo Arias Palacios, Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberana del Ecuador y estrategias desendeudamiento, p.23. CEIDEX, Third volume

|5|ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間出し手金利）は銀行間金融市場の参照レート。ロンドンの主要銀行が他の銀行に貸し出すときに適用する金利。

|6| Alberto Acosta, op. cit.

|7| Alberto Acosta, “El canje de los bonos Brady por bonos Globales Ecuador: detalles de un atraco maravilloso”, http://www.oid-ido.org/

|8| Ibid

|9| Alberto Acosta, « Al servicio de la deuda, en contra del país », 11/02/2005

|10| Wilma Salgado, Acerca de la crisis financiera en el Ecuador, p.6, CEIDEX, Quinto volumen

|11| 表はウゴ・アリアス・パラシオス “Impacto económico social y ambiental de la deuda de Ecuador y estrategias de desendeudamiento”, CEIDEX, 3rd volume, p.45.から取った。

|12| Idem p.42

|13|  Eric Toussaint, The World Bank: a Never-ending Coup d’Etat. The hidden agenda of the Washington Consensus, Vikas Adhyayan Kendra (vAK), Mumbai, 2007, chapter 4参照

|14| 数値は Kjetil G. Abildsnes の « Why Norway took Creditor Responsibility – the case of the Ship Export campaign ».から

|15| ノルウェー政府のＨＰ参照
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第六章：結論と勧告

by  Cécile Lamarque（セシル・ラマルク）

　この分析は、エクアドルの現在の債務漬けの状況を作り出した政治的、経済的、財政的経緯を洗い出しつつ、その債務の不当な性質を明らかにしている。エクアドルの場合も他のほとんどの第三世界の債務国同様、債務は抑圧と政治的・経済的・社会的支配の道具の一つだ。それは南の民衆から豊かな債権者へ、天然資源と富を永続的かつ確実に送り続けるようにするため権力装置で、南のエリートはおこぼれを頂戴しながらそれに協力している。エクアドルは、借りた額の何倍もの額を返済してきた数多くの国の一つである。そしてこれらの債務は決して国家あるいは国民の利益のために契約された訳ではない。エクアドルが契約した融資は、実際は北の債権者、多国籍企業、金融市場の投機家、そして南の支配者階級に利益をもたらしてきた。

　エクアドルが債務漬けになって行く様々な過程をみると、エクアドルが当然払うべきとされている債務が、実は不当なものであることがわかる。以下の債務は不当な債務と言うことができる。

・１９７０年代に軍事独裁政権によって契約された債務
・国民の利益にならなかったプロジェクト資金のための債務、人々や環境に破壊的な被害を及ぼしたプロジェクトの資金調達に関わる債務

・汚職が絡む債務

・高利が付く債務

・民間の債務が転換して公的債務となったもの

また、ＩＭＦ・世銀の押し付けるコンディショナリティ実施を義務づけられた債務も不当である。これらのコンディショナリティはエクアドルの主権や自己決定の権利を無視し、エクアドル国民がどのような発展を望むのか、自分たちで決めて行く権利を侵害した。それは貿易、税制、予算設定、エネルギー、エクアドルの国内法など、分野構わず行われた。世銀・ＩＭＦのコンディショナリティのおかげで、社会セクターへの支出は大幅に削減され、国家戦略に重要な基幹セクターは民営化された。

これらは全て、不当な債務としてエクアドル政府によって支払いを拒否されなければならない。

私たちは債務や新自由主義的なシステム全般の中で、どのような人的犠牲が払われたのかを見てきた。エクアドル国民から基本的に必要なものを奪い取る債務返済と新自由主義政策の相乗効果によって、ますます多くのエクアドル人の生活レベルが徐々に、だが確実に低下し続けている。

Ａ、不当な債務帳消しをエクアドルの政治的主権回復の一歩として考える

　世界の人々の基本的な必要を満たすのに、資本主義の論理に期待しても無駄だ。債務帳消しと新自由主義政策の廃棄なしには真の発展は望めない。債務問題は、南の政府自身が真に人間開発のための経済的、政治的、社会的政策を取ろう、そのために債務問題を終わらせようと決意すれば解決する。現状では債権者が無条件・全面的な債務帳消しを決定することなど決してあり得ない。不当な債務の支払い拒否は、十分ではなくとも必要な手段なのだ。

　どうすれば支払い拒否が可能になるだろうか？債務監査によって、政府の一方的な返済拒否の決定は十分に正当化されるだろう。最初のステップは債務返済が原因となっている大量の資金海外流出を止めることである。そして次に、社会正義に適い、環境的にも持続可能な人間開発のための資金源が開拓されなくてはならない。資金・天然資源の大量略奪と、海外資本やコンディショナリティ付きの国際金融機関の融資への依存を生み出す現在のロジックを打破しなければならない。人々の望む公正で公平な開発モデルが不公正な新自由主義のシステムに取って代るべきだ。

　エクアドルはその新たな道筋をたどり始めている。そしてそれは大きな希望だ。債務によって窒息させられている国は多くあるが、エクアドルは、国民の利益のために債務返済という大出血を止めようとする政府を与えられた、希有な国と言えるだろう。

　ラファエル・コレア政権はＣＥＩＤＥＸによる限定的な監査結果を引き継ぎ、より突っ込んだ調査を行い、それを土台に貧困根絶のための強力な決定を下そうと考えている。ＣＥＩＤＥＸによる監査結果はすでに、債務と融資契約に不正、違法行為があったことを示している。債務が引き起こした社会、経済、環境に対する重大な被害を考えると、それらの債務は全面的に支払い拒否されなくてはならない。

　さらに、債権者の果たした役割を検証することも重要である。国際金融機関（ＩＦＩ）に押し付けられた政策にお膳立てされた資源の略奪と環境破壊によってエクアドルの人間開発が阻害された、債権者はその責任を取るべきである。このことはつまり、彼らはエクアドル国民に莫大な借りがあることを意味している。賠償の必要性も議論されるべきだ。

　２００７年４月２５日ー２８日、キトで開かれた「不当な債務に関する国際セミナー」ではエクアドルの債務が議論の中心となった。参加者はエクアドルの債務が不当なものであり、帳消しされるべきだという決議を出した。

　１９８６年の国連開発に関する権利宣言では「国家は、国民全ての生活の絶えざる向上、開発における全ての個人の活発で自由で意味のある参加、開発の結果得られる利益の公平な分配のために、適切な国家開発計画を策定する権利と義務を有する（注１）」と、開発における国家の義務を強調している。

　そこから考えると、エクアドルには世銀・ＩＭＦが策定した構造調整プログラムの適用を拒否する権利が（あるいは義務が、と言うべきか）あることになる。このプラグラムは人々の開発に対する権利を阻害し、のみならず人々の経済的、社会的権利を侵害するからである。

　ラファエル・コレアは「私たちは２１世紀の社会主義を信じている。これは協調、協力、相補性の理論に基づいて社会正義、国家主権、国家の資源防衛と地域統合を目指すものだ（注２）」と断言している。

　このコレアが望む「２１世紀の社会主義」への全面的な変容プロセスは、まだその緒についたばかりだ。今後どのような展開になるのか、予測は非常に難しい。それは大統領と彼の政府がどれだけ民衆の支持を得られるかにかかっている。特に少数右翼エリートと米国政府からの容赦ない攻撃にさらされている今の状況では。しかし今後何が起ころうとも、エクアドルが債務問題の解決に関して、政府主権の行使として断固たる決定を下す先鞭をつけたことに違いはない。特に債務の全面帳消しの第一歩として不当な債務を洗い出す監査の実施を決定したことは、画期的先例となろう。他の南の国がエクアドルの例に習ってくれること、そしてそれらの国の債務監査が、長く隠されてきた債務の真の姿を明らかにしてくれることを願おうではないか。

Ｂ、債務の不当性を定義する政府の権利

　新自由主義的グローバリゼーションの擁護者は、途上国は債務の成り立ちや返済条件のいかんに関わらず全ての対外債務を返済し続けなくてはならないというだろう。この点に関して、国連の国際法委員会は正しくもこう宣言している。「国家が、国内あるいは海外の債権者への債務返済資金を捻出するために、学校・大学・裁判所を閉鎖し、公共サービスを廃止し、コミュニティを混乱と無秩序に陥れることなど論外である。国家に対して合理的に期待できる範囲には、個人に対するのと同様限りがある。（注３）。」

　国際法によると、不正（illicit）と見なされた債務の返済を強要されない。どのように債務の「不正性（illicitness）」を定義するかは、公的債務の監査実施の権利を使って政府が決定できる。このことは、債務返済の前に政府と市民は、債務の成り立ちや借り入れ条件、契約された借り入れ額、債務の法的状況、不当性、債務返済が社会や環境に及ぼす影響、債権者に押し付けられた政策などを問題にすることができることを示している。いくつかの政府はすでにこの手続きを利用している（注４）。

　同様に政府が監査実施を拒否した時は、民衆は政府に説明責任を果たすよう要求すべきである。市民による監査は主要な国際法に書かれている権利である。１９４８年の世界人権宣言には「すべての人は、直接に、又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。（注５）」と書かれている。

　情報へのアクセスの権利に関しては、１９６６年「市民的及び政治的権利に関する国際規約」１９条（訳注：表現の自由）で保障されている：

　「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」

　従ってその国の国民には、政府によって契約された債務の監査を実施する権利がある。エクアドルはこうして、債務帳消しという最終目標に向けて債務監査のプロセスを開始した。新しい監査委員会は集中的に、国内、対外双方の公的債務のどの部分が支払い拒否（帳消し）が妥当か特定する作業を行っていく予定だ。そしてこの国が債務漬けになっていた事に対する、政府と債権者（民間（銀行）、公的機関（ＩＭＦ・世銀など）問わず）の責任の程度を確定していく。

　債務の不当性が確定されたら、次は、各関係者の具体的行動を元にそれぞれの当事者の責任を明らかにし、賠償請求ならびに不正流用された資金の返済要求が行われなければならない。途上国の低開発状況を作り出した当事者達は何ら法的な責任を問われていない。債務監査はその真犯人、即ち世銀・ＩＭＦ（特にその過酷な政策が甚だしい人権侵害を作り出した）への断固たる追究と同時進行で進める必要がある。この最後の点に関しては、国連人権委員会自体が明言している（注７）。

Ｃ、世界銀行とＩＭＦは法的責任を取れ！

　債務の返済を確実にさせるためにＩＭＦ・世銀が作り上げた構造調整計画は、不公正、不当かつ不道徳である。この政策はエクアドルの従属と、同国の社会・経済的、政治的、文化的発展を阻害した。ＩＦＩはこの過酷な条件を、同国の主権や国民の希望など全くお構いなしに押し付けた。他の債務国におけるのと同様エクアドルにおいても、ＩＦＩはこの国の債務漬けと、彼等の政策が国民に及ぼした悲劇的結果に対して大きな責任を背負っている。

　彼等の政策を通して、不平等が拡大し、汚職が激化し、医療や教育システムのレベルが低下し、食料主権が失われ、環境が破壊され、国家がその保有していた企業を失った。これらは論争の余地のない、明白なことである。それでもまだこれらの機関は、自分たちが押し付けた政策が成長を拡大し、自由貿易が貧困を削減すると主張して自らの立場を正当化し続けている。何十年もの経験が、このような開発モデルは役に立たず、逆に貧困を作り出すだけなのを証明しているにも関わらず。ＩＭＦや世銀がみずからの主張に固執する頑迷さは、彼等の真の目的が、実は米国とその多国籍企業、その仲間達の地政学的利益に奉仕する事にあるのだ、と考えると得心がいく。米国や多国籍企業にとって、途上国とは原材料を言い値で買い叩ける市場であり、安い労働力が調達できる底なしの貯水池なのだ。このような状態はエクアドルだけでなくどこででも見ることができる。

　国連人権委員会のファンツ・チェルは、構造調整プログラムについて的確にこう述べている。「これは一種の政治プロジェクトであり、地球規模で社会を変容させる戦略である。その目的は、この惑星全体を多国籍企業が完全な免責特権を享受しつつ自由に活動できるフィールドにすることである。つまり、構造調整プログラムは自由化、規制緩和、国家開発における政府の役割の縮小を基本とするグローバリゼーションのプロセスを広める”伝導ベルト”の役割を果たしている（注８）。」要するに、「貧困廃絶」という彼等自身のかけ声とは裏腹に、これらは新自由主義的反革命の一部なのだ。

　現在取り組まれている調査で、債務返済と新自由主義的政策が引き起こした被害の大きさが明らかにされつつあるが、そこからもいかにエクアドルの債務返済が不当で不正で不道徳なものかが見て取れる。ＩＭＦと世銀によって押し付けられた政策は、明らかに人権と社会・経済・文化的権利の重大な侵害という結果を引き起こした。また、これらの政策は国家内政に目に余る干渉を行った。これは国家主権の平等と、自由に経済・社会・政治体制を選ぶ権利を定めた１９４５年の国連憲章第２条パラグラフ１の侵害である。１９６６年の国連総会で採択された「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」で保障された人々の開発への権利の侵害は、同時に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の侵害にも当たる。１９７６年に発効したこの規約には、その最初の条項の最初のパラグラフに「すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。」と書かれている。

　これらの機関に刑事的責任があることも明らかである。可能な解決は一つしかない。ＩＭＦと世銀の非民主性、正当性の欠如、自分たちが推進しようとする発展モデルを批判的に検証する能力の欠如、彼等が途上国の低開発状況に関して負うべき責任、以上を考え合わせると、これらの機関を改革するだけで満足いく結果が得られるとは思えない。これらの機関を早急に廃止し、基本的人権の保障と南の国々の主権の尊重を土台とする、より民主的で透明性のある組織に置き換えられるべきだ。そして、弁償と富の返還が行われなくてはならない。そのためには、ＩＭＦと違い、訴追免除特権のない世銀に対する法的手続きが取られる必要がある（注９）。

　実は世銀には免責特権がないことは法律的には明記されていないが、そこには抜け穴があり。世銀に加盟する百余国は試してみる価値あり、である。世銀に対する法的訴追は今まで一度も試みられたことがないが、これまで世銀の活動で引き起こされた多数の人権侵害、彼等の数え切れないほどの独裁制支援、進歩的政権に対する組織ぐるみの不安定化小作、南の人々に前例のない社会・環境的被害を及ぼした構造調整政策の押し付けなどを考えると、十分に合理的だ。

　コレアは、世銀がこれまでエクアドルに対して及ぼした被害に関して、このような法的アクションも選択肢の中に入れている。もし彼がこのような手段にでれば、現在の支配システムを打破し、国民を債務から解放したいと願う他の政治リーダー達のために道を開くことになるだろう。

Ｄ、北の債権者のアクション

　２００６年末、ノルウェー政府は不当な債務の議論に風穴を開けた。これは大いに利用されるべき事例である。２００７年３月２９日にベルギー上院で３４対２９で可決された後発開発途上国（ＬＣＤ、注１０）の債務帳消し決議もいくつかの点で大きな前進といえる。

　この決議は、ベルギーに対して債務を抱える全ての国と合意を結んで、それらの国の債務を完全に帳消しするよう政府に求めている。この点においては上院の提案はすでに他の政府がすでに取り組んでいることを超えるものではないが、いくつか重要な分野において新たな道を切り開いている。

　・ＬＤＣの二国間債務の支払い猶予の際は、延滞利子を付けない事を決定するよう、提案している（ポイント６）。

　・二国間、多国間双方の債務の、実質価値を査定するべきであると述べている。上院決議では、額面価値ではなく、実質価値が問題とされるべきだとしている。

実際、実質価値に換算すると、額面価値に比べて二束三文にしかならないことがしばしばある。例えば、ザイール（今のコンゴ民主共和国）でモブツ政権が契約した債務の実質価値は、額面価値の４％にしかならない。

　・これは全ての途上国に原則当てはまる事であるが（上院決議文のポイント１０の前文参照）、ポイント１０では債務監査と「汚い債務（odious debts）」に言及している。この二つはＣＡＤＴＭと他の債務帳消し運動が繰り返し主張してきたことである。上院はベルギー政府に、途上国がベルギー政府に対して抱える債務のodiousな（汚い）性質について監査を行うよう要求している。同じパラグラフで、少なくとも、非民主的な政権と交わされた債務契約で、借りた資金が借り入れ国の国民の利益となるように使われず、この二点について債権者が自覚的であった場合はその債務は「汚い債務」と見なすと述べられている（ポイント１０）。

上院はこのように、第三世界債務帳消しのためにＣＡＤＴＭが推進していた二つの法的根拠、債務監査と「汚い債務」の概念を用いている。今後ＣＡＤＴＭはベルギー当局に様々な有用なツールを提供することができる。それには２００６年に南の多くのグループやスイスのCEITEMと共に作った監査マニュアルや最近発行した"Pour un audit de la dette congolaise（コンゴ債務の監査のために）"も利用できる（注１２）。そして上院は、監査の結果、「汚い（odious)」であることが判明した部分については帳消しするよう、ベルギー政府に要求している（ポイント１１）。

　政府が債務帳消しに前向きな行動を取るか、債務の不当性を正式に認めるか、人権や開発の権利の規定を効果的に適用するかどうかなどは全て政治的意思にかかっている。いままでのところ、特に政府からの際だった反応はない。自国の債務政策や南との経済・貿易・政治関係によって南の国々が被害を受けたという認識を、北の多くの人々が持つようになって初めて、この方向に向けての変化が可能になる。その事実に目覚めた人々は、政府に対して圧力をかけるための強力な大衆行動を北の市民社会の中で起こして行かなくてはならない。

Ｅ、国連の活動

　１９８０年代以降、国連は債務のメカニズムと国際金融機関が取り仕切る政策の負の影響について、いくつかのステートメントを発表している。また、途上国が直面する債務の困難な状況に対して、持続的効果を発揮する解決を図ろうといくつかの決議を採択している（注１３）。国連総会でも、債務は「途上国の経済成長と発展の障害」となっていると何回も決議されている（注１４）。実際、総会では「債務返済は途上国の人々を犠牲にしている。債務返済によって、これらの国々の経済、社会状況の後退と破壊が引き起こされた（注１５）。」と述べられている。

　国連人権委員会は「構造調整政策は、途上国が”開発に関する権利宣言”を遵守し、また、その国民の経済、社会、文化的権利向上を目的とした国家開発政策を立案するための能力に深く関係している」と記している。そして、「債務問題を抱える途上国から、債務とその返済の重荷を取り去るために、持続的効果を発揮するアクションにすぐに取り組み」かつ、その努力を続けることの重要性を強調している（注１６）。

　しかし全般的には、債務問題や国際金融機関の政策に対する国連内の扱いには落胆せざるを得ない。一方でＩＭＦや世銀を厳しく批判しながらも、国連はこれらの機関の活動をやめさせる決定を下したことはない。これらの機関が、国連自身が定めた１９４８年の世界人権宣言や１９６６年の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を始めとする様々な国際規約や条約を侵害してきたと言うのに。ＩＭＦと世銀が国連の公式な特別専門機関であることを思い出してほしい。故に、この両者は人権の尊重を含む国連憲章の原則に則って活動しなければならないはずだ。従って国連にも責任がある。国連はその憲章と矛盾する政策決定をやめさせる措置を取り、これらの特別専門機関の活動の正当性を再度評価する必要がある。国連は「汚い債務」の法理を中心に債務の無効性を判別し、帳消しを要求する決議を呼びかけるべきだ。債務監査の取り組みを支援し、国際法の重大な違反を犯したＩＭＦと世銀に対しては制裁措置を取るべきである。そして、南の国家と民衆の自己決定と主権を尊重した、公正で持続可能な開発が実現できる環境をつくりだすために、国連自身が尽力すべきである。

Ｆ、債務に反対の立場をとるラテンアメリカの政府と社会運動によるオルタナティブ

　ラテンアメリカの民衆は疑いなく新自由主義政策の不正性を最も深く気付かされている人達である。彼等は最も早くから新自由主義に反対して精力的に立ち上がり、同地域のほとんどの国で、国際金融機関の介入やアメリカ帝国主義、自由貿易協定などに反対する叫びを上げ始めた。

　債務に関しては、いくつかの市民社会運動（特にラテンアメリカの多くの国に存在するジュビリーサウスのネットワーク）が何年にも渡り、倦むことのなく債務の帳消しと不当な債務の支払い拒否、債務監査の実施を要求し続けている。事実、ラテンアメリカは債務からの解放の闘いを真に力強く進めている。残念ながらそれほどの力強さはまだ他の大陸にはないここではあるいは政府の手によって、いくつかの債務監査がすでに始まっている（注１７）。

　社会運動はまた、「債務に関する民衆法廷」という独自のアイディアを生み出した（注１８）。
力強い抵抗と大衆動員は、この大陸に政治状況の転換を生み出している。この何年かの選挙で様々な傾向を持つ左翼政権が誕生しており、これまでのパワー（アン）バランスを逆方向に押し戻そうとしている。１９９８年のウゴ・チャベスの当選と再選、ボリビアのエボ・モラレス、エクアドルのラファエル・コレア、ブラジルのルラ、ウルグアイのタバラ・バスケス、アルゼンチンのネストール・キルチネル、ニカラグアのダニエル・オルテガなど、全てがこれに当てはまる。このうちのいくつかの政権、ベネズエラ、ボリビア、エクアドルは、世銀とＩＭＦが勧める政策への拒否を表明しており、これまでの支配システムを超える政策を実施しようとし始めている。

　いままで７つのラテンアメリカの国が参加を表明し、２００７年末に予定されている南の銀行（世銀とＩＭＦに替わる物として提案されている）の創設は、これらの国々の傾向を端的に表す主要プロジェクトである。

　地域全体が左の方向に動いており、主権と自己決定は中心的課題となっている。特に、富の再配分政策や政府を社会規制の中心的役割を担う存在に戻す政策と共に、天然資源や他の経済の基幹部門を公のコントロールのもとに取り戻す動きが起こっている（ベネズエラ、ボリビア、エクアドル）。ボリビアでは天然資源が再国有化された。ベネズエラではＰＤＶＳＡ（Petroleum of Venezuela Ltd.）のような石油公社が２００２年から２００３年にかけて石油管理権を取り戻し、ＣＡＮＴＶや電力セクターは再国有化された。エクアドルはごく最近、米国系石油企業Occidental Petroleum (Oxy)との契約をキャンセルした。ラテンアメリカには他にも同様の例がある。

　最後に話をエクアドルに戻そう。債務監査を積極的に支援し、どの債務が不当なものであるか早急に確定するために、エクアドルの対ベルギー債務監査委員会が、ＣＡＤＴＭと債務・国際金融機関の問題に取り組む他の運動との共同作業で立ち上げられている。これにはＥＵＲＯＤＡＤやＣＮＣＤ、11,11,11などが参加している（ＥＵＲＯＤＡＤは開発協力問題のネットワーク組織、ＣＮＣＤはベルギーの開発ＮＧＯのフランス語圏のプラットフォーム、１１．１１．１１はフラマン語圏のプラットフォーム）。ノルウェーの債務帳消しキャンペーンはすでに述べたように素晴らしい成果を上げている。スペインでは” Quien debe a quien?（誰が誰に借りがある？）”キャンペーンが開始され、the Observatory of the Debt in Globalisation (ODG)もエクアドルが自国の政府に対して抱える債務の不当性に関して、めざましい取り組みを行っている。世界中の債務帳消しキャンペーンが、自国政府がエクアドルに対して持つ債権の正当性をチェックするために同様の監査プロセスを始めることになるだろう。

　北の政府が他の途上国に対して持つ債権をチェックする監査委員会も早急に必要になってくる。

　エクアドルは、他の全ての途上国同様、いま、岐路に立っている。そして、もしかしたらそこから新しい道が開けるかも知れないのである。
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表２　１９７６年から２００６年の間のエクアドルの対外債務返済額（単位１００万ドル）


債権者�
貸付約束額�
実際の支払額�
元本返済額�
利子返済額�
返済額計�
�
国間金融機関�
12 500.31�
10 921.4�
7 641.2�
4 318�
11 959.2�
�
各国政府�
4 271.65�
3 762.4�
3 677.4�
1 940.9�
5 618.3�
�
民間銀行�
7 920.6�
4 845�
4 987.4�
7 500.7�
12 488.1�
�
政府発行債�
4 069.37�
�
�
�
�
�
サプライヤー�
1 214.53�
1 108.7�
1 292.9�
490.5�
1 783.4�
�
その他�
0�
5 338.5�
2 275.6�
1 196.6�
3 472.2�
�
総計�
29 976.45�
25 976�
19 874.5�
15 446.7�
35 321.2�
�
出典：Marcelo Herdoiza  Y Cumandá Almeida, 


“De los creditos contratados por el Estado ecuatoriano”





表１　１９７６年から２００６年の間の公的部門の借入


債権者�
件数�
融資額


(百万ドル)�
%�
�
多国間機関�
286�
12 500.3�
42�
�
各国政府�
114�
4 271.7�
14�
�
民間銀行�
178�
7 920.6�
26�
�
政府発行債�
3�
4 069.4�
14�
�
サプライヤー�
90�
1 214.5�
4�
�
その他�
1�
0�
0�
�
合計�
672�
29 976.5�
100�
�
出典：Marcelo Herdoiza、Cumandá Almeida, “De los creditos contratados por el Estado ecuatoriano”, CEIDEX








表３：２００６年７月時点の二国間債務（単位百万ドル）


国名�
直接借入額�
ﾊﾟﾘｸﾗﾌﾞ


合意額�
合計�
％�
�
コロンビア�
5.6�
0�
5.6�
0.3�
�
韓国�
8.4�
0�
8.4�
0.4�
�
中国�
8.4�
0�
8.4�
0.4�
�
デンマーク�
16�
0�
16�
0.7�
�
ベルギー�
16.4�
0�
16.4�
0.7�
�
アルゼンチン�
20.9�
0�
20.9�
0.9�
�
カナダ�
1�
25.1�
26.1�
1.2�
�
ノルウェー�
0�
35.3�
35.3�
1.6�
�
ドイツ�
16.8�
40.8�
57.6�
2.6�
�
英国�
0�
102.7�
102.7�
4.7�
�
米国�
57�
61.8�
118.8�
5.4�
�
イスラエル�
0�
183.6�
183.6�
8.3�
�
フランス�
85.9�
99.8�
185.7�
8.4�
�
ブラジル�
316.8�
0�
316.8�
14.4�
�
日本�
220.3�
118.1�
338.4�
15.4�
�
イタリア�
66.5�
292.9�
359.4�
16.3�
�
スペイン�
381.9�
20.1�
402�
18.3�
�
合計�
1221.7�
980.2�
2201.9�
100�
�
出典：Hugo Arias Palacios, « Impacto económico, social y ambiental”, CEIDEX








表４：１９７６年から２００６年まで


多国間金融機関からの借り入れ額


債権者�
借入


件数�
借入額


100万ドル�
%�
�
米州開発銀行 (IDB)�
111�
3 804.2�
30. 4�
�
復興開発銀行(世界銀行IBRD)�
59�
2 421.1�
19.4�
�
Corporación Andina de Fomento (CAF)


アンデス勧業公社�
101�
3 493.5�
27.9�
�
International Fund for Agricultural Development (IFAD)農業開発国際基金�
5�
45�
0.4�
�
• Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)


ラテンアメリカ準備基金�
5�
1 308.4�
10.4�
�
国際通貨基金 (IMF)�
3�
1 289.58�
10.3�
�
サント・ドミンゴ協定�
1�
47.4�
0.4�
�
その他�
1�
91.2�
0.7�
�
合計�
286�
12 500.3�
100�
�
出典 : Marcelo Herdoiza  Y Cumandá Almeida, 


“De los creditos contratados por el Estado 


ecuatoriano”, CEIDEX











表５：勘定科目一覧（ＣＡ）における公的債務返済と社会支出（単位：百万ドル）


項目








年�
公的債務返済�
教育文化�
保健医療と


ｺﾐｭﾆﾃｨ開発�
総支出額�
勘定科目における割合（％）�
�
�
�
�
�
�
債務返済�
教育文化�
保健医療と


ｺﾐｭﾆﾃｨ開発�
その他�
�
1995�
1806�
590�
201�
4308�
41.9�
13.7�
4.7�
39.7�
�
1996�
1630�
613�
230�
4451�
36.6�
13.8�
5.2�
44.4�
�
1997�
2392�
690�
191�
5290�
45.2�
13�
3.6�
38.1�
�
1998�
1736�
636�
207�
4385�
39.6�
14.5�
4.7�
41.2�
�
1999�
1801�
525�
171�
3989�
45.1�
13.2�
4.3�
37.4�
�
2000�
1680�
416�
147�
4035�
41.6�
10.3�
3.6�
44.4�
�
2001�
1828�
493�
189�
5489�
33.3�
9.0�
3.4�
54.3�
�
2002�
2019�
694�
259�
5506�
36.7�
12.6�
4.7�
46.0�
�
2003�
1951�
676�
310�
6188�
31.5�
10.9�
5.0�
52.5�
�
2004�
1652�
858�
371�
7323�
36.2�
11.7�
5.1�
47.0�
�
2005�
2828�
946�
423�
7915�
35.7�
12.0�
5.3�
47.0�
�
2006�
2980�
605�
294�
6222�
47.9�
9.7�
4.7�
37.7�
�
出典 : Leonardo Vicuña « Apendice Estadistico » CEIDEX








付表１：１９８２年から２００６年の間の海外の銀行からの融資（単位：百万ドル）


金融機関名�
金額�
金融機関名�
金額�
�
ABN AMRO BANK - N.V. - ESPAÑA�
$56,34�
ABN AMRO BANK N.V. - DINAMARCA�
$22,62�
�
ABN AMRO BANK N.V. - USA�
$20,44�
ABN AMROBANK N.V.-BRASIL�
$11,63�
�
AUSSENHANDELSBANK A.G�
$1,73�
BANCO BILBAO VIZCAYA - ESPAÑA�
$89,41�
�
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - ESPAÑA�
$53,69�
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLEX) - COLOMBIA�
$54,00�
�
BANCO DEL BRASIL S.A.�
$63,30�
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A�
$92,94�
�
BANCO INTERNAC. SAO PAULO BRASIL�
$8,57�
BANCOMER DE MEXICO S.N.C.�
$21,91�
�
BANCOMEXT - MEXICO�
$20,00�
BANCOS�
$2.516,00�
�
BANK DE NORUEGA (TRAMO A)�
$12,72�
BANK DE NORUEGA (TRAMO B)�
$4,78�
�
BANK HEDERLAND H.V.Y.�
$10,63�
BERLINER HANDELZ UND FRANKFURTER BANK�
$0,93�
�
CACEX (BANCO DO BRASIL)�
$477,90�
CHASE MANHATTAN BANK�
$300,00�
�
CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED�
$500,00�
CITYBANK N. A.�
$29,23�
�
CONSORCIO BANCOS�
$2,3�
CONSORCIO BANCOS FRANCESES (COFACE)�
$19,30�
�
CONSORCIO DE BANCOS E.F. HUTTON�
$200,00�
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE�
$118,92�
�
DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK - ALEMANIA�
$5,00�
DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK A.G. DABA�
$29,20�
�
DEUTSCHE BANK S.A. - ESPAÑA�
$119,77�
EXIMBANK JAPON�
$214,02�
�
EXPORT IMPORT BANK DEL JAPON�
$23,11�
F.M.O. - HOLANDA�
$2,75�
�
FIRST NINSCONSIN NAT. BANK MILNAUKEE�
$1,39�
FIRST UNION NATIONAL BANK - USA�
$72,00�
�
FIRST WISCOMSIN NAT. BANK�
$14,10�
FRANCES LECT / CREDIT NATIONAL�
$2,15�
�
GENERAL BANK DE BRUSELAS BELGICA�
$9,09�
IBM WORLD TRADE CORP. DE LOS EE.UU.�
$3,03�
�
KREDISTANSTAL BANKVEREIN DE VIENA�
$4,19�
LIBRA BANK PLC. LONDRES�
$32,00�
�
LLOYDS BANK INTERNAT LTDA.�
$63,36�
LLOYDS INT. CORP.�
$431,20�
�
MORGAN GRENFELL�
$50,43�
MORGAN GRENFELL & CO.LTD. - REINO UNIDO�
$24,80�
�
MORGAN GRENFELL LONDRES�
$64,54�
NATIONAL BANK OF WASHINGTON�
$2,11�
�
NATIONAL HESTNINSTER BANK EE.UU.�
$1,32�
SVENSKA HANDELSBAKEN ESTOCOLMO SUECIA�
$60,00�
�
THE BANK OF TOKYO JAPAN�
$130,00�
�
�
�
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� EMBED Word.Picture.8  ���出典 : Leonardo Vicuña Izquierdo と エクアドル中央銀行














パリ・クラブでリストラされた債務額（単位：百万ドル）（注１１）


合意�
締結日�
元本�
利子�
総計�
残高�
�
第一回�
８３年７月２８日�
87.5�
26,6�
114,1�
73,3�
�
第二回�
８５年４月２４日�
319.9�
�
319,9�
345,5�
�
第三回�
８８年１月２０日�
307,0�
146,0�
453,0�
835.1�
�
第四回�
８９年１０月２４日�
246,2�
132,3�
378,5�
953,4�
�
第五回�
９２年１月２０日�
205,1�
135,3�
340,6�
1179,4�
�
第六回�
９４年６月２７日�
232,3�
120,4�
352,7�
1302,9�
�
第七回�
００年８月１５日�
521,6�
349,3�
861,9�
1318,7�
�
第八回�
０３年６月１３日�
79,1�
�
79,1�
1338,5�
�






国名�
ﾊﾟﾘｸﾗﾌﾞの


交渉外の額�
ﾊﾟﾘｸﾗﾌﾞ


合意額�
合計�
％�
�
コロンビア�
5.6�
0�
5.6�
0.3�
�
韓国�
8.4�
0�
8.4�
0.4�
�
中国�
8.4�
0�
8.4�
0.4�
�
デンマーク�
16�
0�
16�
0.7�
�
ベルギー�
16.4�
0�
16.4�
0.7�
�
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ�
20.9�
0�
20.9�
0.9�
�
カナダ�
1�
25.1�
26.1�
1.2�
�
ノルウェー�
0�
35.3�
35.3�
1.6�
�
ドイツ�
16.8�
40.8�
57.6�
2.6�
�
英国�
0�
102.7�
102.7�
4.7�
�
米国�
57�
61.8�
118.8�
5.4�
�
イスラエル�
0�
183.6�
183.6�
8.3�
�
フランス�
85.9�
99.8�
185.7�
8.4�
�
ブラジル�
316.8�
0�
316.8�
14.4�
�
日本�
220.3�
118.1�
338.4�
15.4�
�
イタリア�
66.5�
292.9�
359.4�
16.3�
�
スペイン�
381.9�
20.1�
402�
18.3�
�
二国間債務合計�
1221.7�
980.2�
2201.9�
100�
�
公的対外債務総額�
�
�
10,371.2�
�
�
二国間債務/総債務額�
�
�
�
21.2%�
�






ＨＩＰＣイニシアチブ、エクアドル、ドイツの各対外債務指標


�
HIPCⅡ


適格指標�
ｴｸｱﾄﾞﾙの公的対外債務(2005）�
ｴｸｱﾄﾞﾙの対外債務(2005)�
ﾄﾞｲﾂ


(1953)�
�
債務返済／輸出収入�
15%以上�
42%�
96%�
3.9%�
�
債務総額／輸出収入�
150%以上�
144%�
171%�
�
�
債務総額／ＧＤＰ�
50%以上�
40%�
48%�
21.21%�
�
債務総額／歳入�
280%以上�
255%�
303%�
�
�
債務返済／財政支出�
22%以上�
37%�
24%�
4.49%�
�
出典：ジュビリードイツ、ヨーロッパ中央銀行
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エクアドルの公的債務と民間部門の対外債務（単位
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公的債務における対外債務の比率（100万ドル）
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